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午前 １０時 ００分 開会 

委 員 長  本日は、５名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立いたしました。 

 ただいまから、平成２７年第３回の教育委員会定例会を開催いたします。 

 本日の会議に出席する職員は、寺西次長、小林庶務課長、椹木学務課長、中島

生涯学習課長、矢部指導室長、新部新しい学校づくり担当課長、木内学校地域連

携担当課長、水野学校配置調整担当課長、代田中央図書館長の、以上９名でござ

います。 

 本日の会議録署名委員は、会議規則第２９条により青木委員にお願いいたしま

す。 

 本日の委員会は１名から傍聴申し出がなされており、会議規則第３０条により

許可しましたので、お知らせいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 

○議事 

日程第一 議案第４号 平成２７年度区立学校管理職配置に係る内申について 

（指導室） 

日程第二 議案第５号 区立幼稚園長の退職について 

（指導室） 

委 員 長  日程第一 議案第４号「平成２７年度区立学校管理職配置に係る内申につい

て」及び日程第二 議案第５号「区立幼稚園長の退職について」は、人事案件の

ために非公開とし、議事進行の都合上、委員会の最後に処理することでよろしい

でしょうか。 

 

（異議なし） 

 

委 員 長  では、そのように処理します。 

 

○議事 

日程第三 議案第６号 意見の聴取について 

     １．平成２７年度東京都板橋区一般会計予算 

（庶務課） 

     ２．平成２６年度東京都板橋区一般会計補正予算（第５号） 

（庶務課） 

     ３．東京都板橋区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の

一部を改正する条例 

（庶務課） 

     ４．東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

（庶務課） 

     ５．職員の配偶者同行休業に関する条例 

（庶務課） 



2 

     ６．東京都板橋区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 

（庶務課） 

     ７．東京都板橋区行政委員会の委員の報酬及び費用弁済に関する条例

の一部を改正する条例 

（庶務課） 

     ８．東京都板橋区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の一部

を改正する条例 

（庶務課） 

     ９．東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例 

（学校地域連携担当課） 

    １０．東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例 

（学務課） 

    １１．東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例 

（学務課） 

    １２．東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例 

（学校地域連携担当課） 

○報告事項 

２．地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う対応について 

（庶－１・庶務課） 

３．平成２７年度 予算・組織改正・職員定数について 

（庶－２・庶務課） 

７．躍進する教育委員会事務局の取り組みについて 

（庶－６・庶務課） 

委 員 長  日程第三 議案第６号「意見の聴取について」、次長と各担当課長から説明願

います。 

 なお、項目１、２、４の内容につきましては、報告３及び７の内容と合わせて、

また、項目３及び６、７、８につきましては、報告２と合わせて説明願います。 

 

次 長  それでは、議案第６号「意見の聴取について」でございます。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２７年２月１２日。 

 提出者は、橋本教育長でございます。 

 意見の聴取について。 

 平成２７年第１回東京都板橋区議会に提出される下記案件について、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく区長からの意見の聴取

について、区長原案に同意する。 

 記。 

 １．平成２７年度東京都板橋区一般会計予算。 
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 ２．平成２６年度東京都板橋区一般会計補正予算（第５号）。 

 ３．東京都板橋区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改

正する条例。 

 ４．東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例。 

 ５．職員の配偶者同行休業に関する条例。 

 ６．東京都板橋区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例。 

 ７．東京都板橋区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例。 

 ８．東京都板橋区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 ９．東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例。 

 １０．東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例。 

 １１．東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例。 

 １２．東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例でございます。 

 内容については既にご説明済みのものもございますが、新規のものも、１、２、

４等ございますので、担当の課長の方からご説明いたします。 

 既に説明しているものについては省略させていただきます。 

 

庶 務 課 長  それでは、私の方から、まず、１、２、４の部分についてご説明させていただ

きます。 

 ２枚おめくりいただきますと、「平成２７年度東京都板橋区一般会計予算」が

ございます。 

 第１条の歳入歳出予算ということで、歳入歳出予算の総額、これを歳入歳出そ

れぞれ１，９８１億７，０００万円に定めるという内容でございます。 

 ９ページまでお進みいただきまして、教育費でございます。 

 ２４９億５，８５４万５，０００円でございます。 

 細かい内容については、資料をもとにご説明させていただきます。 

 続きまして、議案第６号の２の補正予算の関係でございます。 

 こちらの方は歳入歳出予算の補正第１条でございます。 

 歳入歳出予算の構成ということで、第１条でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億２，３００万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，９８４億３，１００万円とするものでござ

います。 

 こちらの手書きの８ページをご覧いただきたいと思います。 

 ８款教育費、こちらの方ですが、教育費のところでは７億７，１２９万８，０

００円を減額するものでございます。 

 若干ですが、大きなところでご説明させていただきます。 

 教育総務費のところでは、校務支援システムのシステム運用管理、それと機器

リース料の契約差金ということで４３６万円の減、こちらが一番大きいもので、
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あとは人件費等の減でございます。 

 小学校、中学校費に関しましては、学校施設の改修経費、これが２億１，２８

６万円余の減額補正。それに、学校施設建設費の中で、前野小学校と志村第四小

学校、金沢小学校、中台中学校の関係で、契約差金が９，３４１万円の減額補正

になっているところが大きなところでございます。 

 幼稚園費で１億１，９５５万円余の減額補正になっておりますが、こちらは幼

稚園就園奨励費保護者負担軽減補助金の関係で３，５３９万円の減、これが一番

大きな要因でございまして、これは対象人員の減でございます。 

 それと、社会教育費に関しましては、あいキッズ関係で、金沢小学校のあいキ

ッズ棟の設計委託の皆減というところで２，９７６万円の減、これが一番大きな

要因となってございます。 

 また、進んでいただきまして、こちらは区の方の議案第１３号ということで、

この次第の方の４の東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例、こちらの

方をお願いいたします。 

 「１１ページ」と書いてあるものですけれども、すみません、板橋区職員定数

条例の一部を改正する条例ということで、こちらの方は２条１項を次のように改

めるということで、（３）と（４）が教育委員会に関係する部分でございます。 

 （３）教育委員会の事務局の職員１６３人、教育委員会の所管に属する学校職

員１７６人、このうち幼稚園教諭は８人とするものでございます。 

 それでは、ここで、報告資料の３の方の「平成２７年度予算・組織改正・職員

定数のご報告」とこの資料を用いて、この項目の１、２、４について尐し詳しく

ご説明させていただきます。 

 あわせて、予算及び事業執行予算の特に大きな経費と、新たな取り組み状況に

ついても、報告７についても、あわせてご説明させていただきます。 

 「庶－２」の後ろ、こちらの１ページ目に、平成２７年度予算の概要というこ

とで、先に景気の動向とか、そこら辺のところが記載されてございまして、

（２）の予算編成の重点目標ということで、①のところでは計画事業の関係につ

いて、②では行革の取り組みについて記載してございます。③のところで重点事

業に対する項目がありまして、その２つ目に教育力の向上というところが入って

ございます。 

 １枚おめくりいただきますと、平成２７年度当初予算概要というものがありま

して、歳入予算の関係で説明があります。大きなところでご説明いたします。 

 特別区税、こちらの特別区民税が１１億７，５００万円の増。これは納税者の

増ということで、対象者が増えてきたという。それと、特別区交付金の関係で７

億円の減。これは法人住民税の一部国税化、こちらの方が影響してきているとい

うところでございます。 

 それと繰入金、これは財政調整基金の繰入金が皆減ということで１４億１００

万円の減ということで、こちらの関係では歳入に対する繰り入れがゼロとなった

ところで、財政当局は「収支均衡がとれた」という言葉であらわしております。 

 繰入金のところでは、それともう１つ、公共施設等整備基金繰入金、これは本
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庁舎の建てかえが終了したということで、こちらの方も減になってございます。 

 歳出予算の方に参りますと、１枚おめくりいただきまして、こちらの方で「５

ページ」と記載してあるところですが、教育費が平成２６年度予算が２０２億７，

４００万円、平成２７年度が２４９億５，８００万円ということで、額にして４

６億８，４００万円、率にして２３．１％の増でございます。 

 内容については、後ほど、ご覧いただければというように思います。 

 １枚おめくりいただきますと、平成２７年度の重点事業、教育委員会が取り組

む重点事業といったところでの各事業、それと、説明の内容を記載した資料をつ

けさせていただきました。 

 ３枚おめくりいただきまして、教育費の各歳出予算の大きなところも資料とし

て添付させていただきました。 

 教育総務費に関しましては、人件費で１億２，３０３万７，０００円の増。こ

れは教育支援センターの人員増、それと学力向上支援事業経費ということで８，

７３８万円の増ということで、学習指導講師の増。土曜授業プランの関係で、勤

務時間数が若干変わる可能性もありますので、ちょっと幅を持たせてお話しさせ

ていただいているのですが、２８名から３０名の増といったところを考えてござ

います。 

 小学校費のところで、大きなところで申し上げますと、学校改築がございます

が、特筆できる点では、教育活動費で２億５，７７１万４，０００円ということ

で、内容的には、電子黒板、デジタル教科書等の増といったところで、ＩＣＴ化

の推進を図っていくと、先般お話しした内容がこちらの方に入っております。 

 中学校費のところでは、特筆するというところで、施設改修というところがご

ざいますけれども、こちらでは、平成２６年度に先行して校務支援システムを導

入しておりますので、増減についてあらわれていないといったところがございま

す。 

 それと、幼稚園費では私立幼稚園の事業経費ということで、今般の事業の見直

しと新たな新設といったところでの増があります。 

 あと、社会教育費では、あいキッズ事業ということで５億１０８万円の増とい

うことで、全校が新あいキッズを展開していくという内容でございます。 

 それと、１枚、また、おめくりいただきまして、見ていただきますと、普通建

設事業費とそうでない建設事業といったところで、こちらの方の経費を書かせて

いただいております。 

 かなり普通建設事業を除いても大きな増が出てきているということで、小学校

費に関しては総額で３億円余の増になっているといったところが見てとれると思

います。 

 また１枚おめくりいただきますと、組織改正といったところで、こちらは政策

経営のところでございますけれども、この項の８ページを見ていただきますと、

教育委員会事務局の再編といったところで記載している部分がございます。 

 こちらでは、教育委員会のところで、庶務課、これが教育総務課という名称に

変わります。人事関係事務の集約、学校令達予算の関係について、今後は教育総
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務課の方で担っていくという形になります。 

 新たに教育支援センターができる関係で、こちらには記載してございませんが、

教育支援センターの方にあるのですが、ＩＣＴ部門について、教育総務課から支

援センターの方に移っていくという内容になります。 

 ２の学務課、ここが子育て支援制度の新設と関連事務のために幼稚園係を設置

いたしまして、幼稚園係が学校運営係から独立いたしますので、幼稚園学校運営

係と学校保健係を統合して事務の平準化を図るというところでございます。 

 それに、この特別支援教育関係の事務を再編するということで、こちらの事務

に関しましては、指導室に移管していくというところでございます。 

 指導室の方では、教育支援センターの準備担当を廃止するなど、教育支援セン

ターとの事務の分化等を図りつつ、ただいま申し上げました学務課からの特別支

援教育係の部分を吸収していくという内容でございます。 

 教育支援センターについては、先般、指導室長の方から機能についてお話があ

りましたので省略させていただきます。 

 続きまして、新しい学校づくり、こちらの方を、スタッフ職からライン職に変

えるということで名称の方を変えてございます。 

 それと、教育委員会事務局の副参事ということで、施設整備担当の課長職をス

タッフ職として迎え入れるようなこととなっております。 

 続きまして、こちらの方、次のページからは、区役所全般の、区全体の組織の

改正といったところが２枚ありまして、その後ろの組織数の対前年度比というと

ころで記載してございます。参考にしていただければと思います。 

 その後ろからは増減の説明が入ったものを記載してございまして、「教育委員

会資料２－２」というところを頭の上のところまで進んでいただきますと、今、

申し上げました教育委員会事務局の組織改正概要というところで記載してござい

まして、今回の改正の検討の方向性ということで、教育委員会事務局を躍進させ

ていくんだということで、効果的、効率的な組織体制の構築。 

 あと、飛ばしますが、（３）の簡素で分かりやすい組織に再編していくといっ

たところを目指して組織改正をしてまいりました。 

 その後ろの、次の２／６ページのところで、新組織における新たな組織、教育

総務課からありまして中央図書館までの係、その横に書いてありますのは定数で

ございます。庶務係が６、計画係が４、学校職員係が７、トータルで教育総務課

は１７名の体制で臨んでいくといったところでございます。 

 その次のページからは各課の担う職を記載してございますので、後ほど、参考

にしていただければと思います。 

 次に、職員定数についてということで、総務の人事課の方でつくった資料なん

ですが、こちらの方を２枚おめくりいただきまして、５ページのところです。 

 教育委員会の定数の増減の説明が入ってございます。 

 平成２６年度が１５１名、平成２７年度が１６３名ということで、差し引き１

２名の増。 

 学校関係につきましては１８３名が１７６名ということで、学校調理業務委託
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化、２校が委託していきますが、７名の減といった内容でございます。 

 最後のところに、その組織機構図という形で掲載させていただいています。 

 もう１点、こちらの資料で入れさせていただいたんですが、「躍進する教育委

員会事務局の取り組み一覧」といったところで、予算額の推移、それと事務改善

等を行った資料を添付させていただきました。 

 表紙のところに「財政上の措置を伴うもの」ということで、こちらは新規に取

り組む、平成２６年度から３０年度の事業量として５０億１１７万３，０００円

というところであります。 

 教育支援センターのところ、それと校務支援、教育ＩＣＴ。それと、拡充事業

といたしまして、平成２６年度、平成２７年度の予算比較というところで、学習

指導講師の充実ということで８，７００万円余の増額になるのでございますが、

これを平成２７年度から３０年度という形で上と同じようにしますと、３億５，

０５０万４，０００円の増というところでございます。 

 介添員の充実ということで３８０万６，０００円。これも４年間の事業経費に

しますと１，５２２万４，０００円という形で、あいキッズを除いたソフト経費

として５３億６，５９０万円というようにあいなります。 

 そのほかに校務支援システムを導入してまいりますので、回線の増強を図って

まいります。回線の増強のために、５億から６億という形で総務費の方に計上し

ていくというものがございます。 

 それはＩＴ推進課の方の事業になってまいりますので、そちらの方に計上して

いくわけですが、５年間トータルで６０億弱という形になります。 

 額で分かりやすいといえば、大規模小学校、板橋一小の建築総額が、大体、５

年間で２９億円です。この２９億という額を比較しますと、２校分に相当し、こ

のソフト経費を５年間の投資経費と、大体、改築と同レベルの経費を投入してい

くのかなというように思っております。 

 その、細かな点については１ページに書いてございまして、右の事務改善等に

おけるというものがこの平成２５年度から平成２７年度にかけて取り組んできた

教育委員会の改善した事務事業、もしくは拡充した事務事業といったところで、

２ページ目以降にそちらの方を記載させていただいています。 

 １ページの方では、１枚おめくりいただきますと、教育支援センターから始ま

って、あいキッズまでといったところで、こちらの方を記載してございます。 

 それと、２ページのところで、手前みそになりますけれども、もう１枚めくっ

ていただきますと、９番目の左側に９の項がありますけれども、学校法律相談と

いうことで、板橋法曹界と協定を結びまして、学校におけるトラブル、保護者と

のトラブルだとか、学校内のトラブル、それについて法律相談ができるようにな

ったとか、そういったような取り組みを各課で取り組んできたものを記載してご

ざいます。 

 後ほど、参考に見ていただければというように思います。 

 駆け足で申しわけないのですが、続きまして、こちらは地教行法の改正に関す

ることで、日程の議案第６号の３、６、７、８についてご説明させていただきた
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いと思います。 

 まず、議案第１２号「東京都板橋区教育に関する事務の職務権限の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」、９ページです、ここからは事務打ち合わせ会と、

あと、報告等でお話しさせていただいた部分もございます。こちらは、本条の中

で地教行法の改正がございまして、条ずれが生じるということでございます。 

 情報の中身は、本来、教育委員会が担う部分についてのスポーツに関すること、

文化に関することについて、条例で定めることによって、首長、教育団体の地方

公共団体の長が担うことができるという内容のものでございます。 

 議案のこのところにいきますと、２つ飛んでいただきまして、「１７ページ」

と記載してあるところで、東京都板橋区特別職報酬等審議会条例の一部を改正す

る条例。こちらは、教育長が一般職のところから特別職になるといったところで、

このような形で、第１条をちょっと読み上げます。 

 第１条中「区長及び副区長の給与の額」を、しばらく飛びますが、１行置いて、

「特別職の報酬及び給与の額」というように改めまして、教育長がここの中に入

ってまいりますが、その２項の２号に、「区長、副区長及び教育長の給与の額」

といったところで、こちらの方に入ってくるという形になります。 

 それと、こちらの付則の２に書いてありますとおり、新教育長、俗に言うとそ

のように申してございましたが、その新教育長がなされるまでは、この適用につ

いては旧法のままといったところで、経過措置を設けるといったものでございま

す。 

 もう１点、「議案第１６号」と書かれております東京都板橋区行政委員会の委

員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例といったところで、こ

ちらは、新教育長になるために教育委員長が廃止されるというところで、「委員

長、委員長職務代理者」を「委員長、教育長職務代理者、委員長職務代理者」に

改めるものでございます。 

 別表のところでの委員会の部の委員長の項を削るといったところがあります。 

 こちらの方も同様でございまして、付則の２に同様の記載がございます。 

 次です。議案第１８号ということで、８の項でございますが、東京都板橋区職

員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の一部を改正する条例ということで、

こちらの第２条第１号中「（教育長を除く。）」を削るとございます。 

 こちらは、今現在のところの条例を読み上げますと、定義、第２条、この条例

において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによるという

ところで、１号のところで職員の規定がございまして、板橋区の職員であって、

地方公務員法第３条２項に規定する一般職の職員ということで、教育長が一般職

に定義づけられておりましたけれども、その教育長を除くといったところが括弧

書きであったものを取るというところでございます。 

 この項については、以上でございます。 

 続きまして、若干、戻っていただきます。 

 議案第６号の５、職員の配偶者同行休業に関する条例でございます。 

 こちらも、先般の教育委員会の方でご説明した内容でございますが、優秀な職



9 

員が、配偶者が海外等へ転勤した際にその身分を失わないようにといったところ

を目的に改正するものでございまして、１３ページです、１枚おめくりいただき

ますと、幼稚園の「１５ページ」と書いてあるところなのですけれども、幼稚園

教育職員の給与に関する条例の一部改正ということで、こちらが当教育委員会の

方で関係してくるところでございます。 

 前回は単独の条例で、こちらの方を教育委員会の関係する条例ということで教

育委員会の方に付議させていただいてご決定いただいたところなんですけれども、

区長部局の方で、こちらを職員の配偶者同行休業に関する条例ということで一本

化して成案していくというところで変わっているところがございます。 

 参考のため、「庶－１」のところで、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う対応、こちらの方の左側に、改正地教行法

に関してのポイントということで、ポイント①ということで、新教育長の設置、

改正地教行法についてということで、ポイント①新教育長が設置されますという

ことで、委員長職が廃止されること、委員長の役割を新教育長に一本化していく

ということ。それと、新教育長の選任に当たっては、議会の同意を得て、区長が

直接任命していく。任期は、現行４年ですが、３年に変わる。 

 新教育長が教育委員会の構成員でなくなる、委員ではなくなるということです。

特別職の身分に変わっていくというところがございます。 

 それと、ポイント②として、法改正後の教育委員会の位置づけですが、引き続

き、独立した執行機関として存続する。委員の皆様の任期は４年。教育長は３年

ということでございます。 

 教育委員会と区長の職務権限のところの関係について変更はない。 

 それと、教育委員会によるチェック機能の強化ということで、委員の定数３分

の１以上からの会議の招集の請求ができるというようになります。 

 それと、教育長が委任された事務の管理・執行状況を報告する義務が生じてく

るということがございます。 

 それと、ポイント③としまして、区長の権限の強化ということで、総合教育会

議の設置とその主催。 

 構成員は、区長と教育長、教育委員会で構成されていくということと、その総

合教育会議において、大綱の協議・調整を行うというところがございます。 

 その２のところで、今、ご説明して分かりづらくて申しわけなかったんですが、

（１）条例改正、この部分がただいまご説明したところでございます。 

 それと、（２）の規則改正については、次の次の第５回の教育委員会の方で諮

らせていただきたいというように考えてございます。 

 条例の施行は、平成２７年４月１日というところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

次 長  全部説明してありますので、今申し上げたところが変更点、今回ございました

新規のものと変更のところをご説明しました。 

 以上です。 
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委 員 長  では、内容が非常に多岐にわたりましたが、質疑、意見等がございましたら、

ご発言ください。 

 

高 野 委 員  予算に関しては、学習指導講師の人数が増えるとか、あと、電子黒板について

とか、学校の現場の方からのご要望が強かったことが今回こうやって実現される

ということで、事務局の皆様にご努力いただいて大変よかったと思います。あり

がとうございます。 

 あと、この資料の「躍進する教育委員会事務局の取り組み一覧」というのを拝

見させていただきましたが、学校に伺って、校長先生などから、例えば私費会計

の件ですとか、あと、細かいことでいうと移動教室に行ったときの携帯電話の件

とか、ご要望をいただいて、よく伺っていたんですね。 

 そういうことが全部細かいこともこういうふうに変わってきたんだということ

が、ほかの課についてもいっぱい書いてあって、事務局の細かい部分まで、私た

ちはちょっと分からなかったところがよく分かり、大変この資料は参考になって

よかったと思います。また、もっとよく読ませていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

委 員 長  予算に関しましては、大変頑張っていただいて、増加したのは非常に結構だと

思っております。 

 当然ながら、教育支援センターができたり、給食の委託化とか、費用が増えて

くる部分はあるとは思うのですけれども、それ以上に増えていたのではないかと

思っておりまして、大変喜ばしいかと思っております。 

 ただ、校長先生あたりに伺いますと、学校令達予算をしっかり、欲しいという

言い方はおかしいですね、たくさんあると色んなことができるのでやりやすいん

だというお話は伺ったりしておりますので、どちらかというと、余り用途が指定

されない予算、学校の判断で使えるような予算があるといいなというお話を伺っ

ております。 

 あと、ＩＣＴ化で回線の増設というのもありましたけれども、同時に、電源の

改修が必要ではないかと思います。 

 学校の電源は意外と容量がないので、先日、板一小に行ってきましたけれども、

充電器が、タブレットを一斉に充電するとなるとかなり電源を食うので、そうい

った回路が、各教室とは言わないですけれども、何カ所かに必要なのではないか

なということで、多分、電源関係の増設というのが出てくるのではないかなと思

います。そんなところですかね。 

 ほかに、何かございますか。 

 

松 澤 委 員  色々、多岐にわたってこういった資料をつくっていただきまして、まだゆっく

り見ていないのですけれども、先ほど、新しい学校づくりの課の編成があるよう

なことをちらっとおっしゃっていたんですが、そういった話で、具体的に分かっ
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ていらっしゃるところというのをちょっと聞きたいなとは思ったんですけれども。 

 

新しい学校づくり担当課長  そういう意味では、工事の方は営繕の方でやっていますけれども、学校の要望

を最初に受けるのは教育委員会の私ども新しい学校づくり担当課です。 

 そこで、一回、職員が見に行きます。それで対応はできませんので、その後、

また、営繕の方に話をして、営繕で行く。どうしてもツークッションぐらい入っ

てしまって、学校からすると、窓口は１つでそこに言えば自分たちの要望がかな

うようなシステムにしてくださいというのがかねがねありました。 

 それなので、一番いいのは営繕課の教育の部分が教育委員会に来るのが一番よ

かったんですけれども、体制に関して、区長部局と教育委員会の２つに分けるこ

とによってのデメリットも生じます。今は１つで、何かあったときには、去年の

トイレの改修などがそうなんですけれども、営繕の中に教育部門と区長部局の教

育以外のところがあるんですが、同じところにあれば人が足りないときにもやり

くりができます。これが部が変わったりするとそのやりくりができませんので、

そういう課題もありまして、結局、担当の係は向こうに残っているんですけれど

も、そこを所管する、今回、副参事、課長級がつきました。 

 教育委員会と兼務していますので、逆に教育委員会の方でのお願い事項だとか

でやらなくてはいけないことは、その副参事の方から営繕課の職員に命令もでき

ます。本当は部隊全部、教育の方に来ていただくのが一番よかったんですけれど

も、そんな形で配置されております。 

 ちなみに、新しい学校づくりは、今回、２名、建築１名と事務１名増になって

います。これは、これから増築する志四小だとか、金沢小学校の増築、それと、

今、大規模をやっているのが志五小と下赤とありますけれども、これが２年目。

来年から、また上四小学校と西台中学校の方の大規模改修が入りますので、そう

いうところで２名の増という形になってございます。 

 

松 澤 委 員  ありがとうございます。以前から、そういった工事の件で自分の方も幾つか案

件を聞いていたのですが、そういった形が、すぐこういった形でやりやすいよう

になっていくことは非常によかったなと思います。 

 

新しい学校づくり担当課長  その副参事ができることによって、かなり専門的なことも含めて、学校から

の要望、委員の皆様が学校に行かれたときの要望だとかということにも、今度は

教育委員会の方にも参加しますので、技術的なものに関して、今後、より以上に

詳しい説明ができるのではないかなというように考えております。 

 

委 員 長  そうですね。志五小も改築をやっておりますけれども、体育館にがらりができ

て風がピューピュー入ってくるという、それが業者の説明では法的にはつけなけ

ればいけないんだということらしいのですけれども、本当にそうなのかというの

が非常に疑問で、そういったことをきちんと解決していだける方が身近にいると

いいかなと思います。 
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新しい学校づくり担当課長  志五小の体育館ですが、下から風を入れるようながらりがついているんです

が、かなり長いやつが何個かついていますが、適切なものだというのですけれど

も、実際に体育館の中にいると風がビュービュー入ってくるのは事実なので、今

すぐに対応をしなくてはいけない。 

 要するに、学校施設に関して、営繕課の職員が学校施設のどの箇所か分かって

いてくれないといけないことが多々ありますので、できることだったら教育委員

会の方にその組織を持ってきたかったんですけれども、今回はその部隊は全部持

ってこられませんでした。けれども、新たに担当の建築職の副参事が兼務します

ので、今まで以上に学校からの要望は改善していけるのかなとは考えてございま

す。 

 

委 員 長  多分、想像では、法的には別の除外例とかそんなので免れるのがあるんじゃな

いかと思いまして、板三中の体育館はがらりがあるんですけれども、その前に扉

があって閉まったりしますから、そんなやり方もあると思います。だから、その

辺の詳しい方がいると一番いいかと思います。 

 学校によっては、廊下にがらりがあって、あきっ放しで、結局はベニヤ板で塞

いでいるというところも何校かありますから。 

 

新しい学校づくり担当課長  下赤小もそうだったと思います。志五小ががらりのところを完全に、今は寒

いので風が入ってこないように塞いでいましたので。そういう状況もあるので、

改善しなければいけないものはどんどん改善していきますし、改善する前のとこ

ろで、設計書のところで、専門的にちゃんと学校を利用する立場からつくってい

ただかないといけないので、ちょっと一歩ではございますけれども、その担当の

副参事に、かなり今後は注文と是正とができるのかなというようには思っていま

す。 

 今まで、執行委任なのでどうしても頼まれてやっているという部分があったと

思うのですけれども、教育委員会の中に入っていただいて、直接、今の学校のし

なくてはいけないところを、受けとめて工事の方をやっていただければいいかな

と考えてございますので、一歩は前進すると思います。 

 

委 員 長  ほかにございますでしょうか。いいですか。 

 

（はい） 

 

委 員 長  では、たくさんありましたけれども、日程第三 議案第６号については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 
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委 員 長  では、そのように決定します。 

 

○専決処分 

１．専決処分の報告について（学校給食費請求事件の通常訴訟への移行） 

（学－３・学務課） 

委 員 長  それでは、専決処分を聴取します。専決処分１「専決処分の報告について（学

校給食費請求事件の通常訴訟への移行）」について、学務課長から報告願います。 

 

学 務 課 長  それでは、専決処分の報告について、学校給食費請求事件の通常訴訟への移行

についてご説明をいたします。 

 資料は、「学－３」でございます。 

 １、報告理由でございます。 

 普通地方公共団体の申し立てにより発せられた支払督促に対して債務者から適

法な異議の申し立てがあった場合には、支払督促の申立時に訴えの提起があった

ものとみなされ、その訴えの提起に必要とされる議会の議決を経なければならな

いとされております。 

 また、地方自治法第１８０条第１項の規定等によりまして、所定の額以下の訴

えの提起については、区長の専決処分とすることができるとされております。 

 今般、学校給食費に係る支払督促申立事件が通常訴訟に移行しましたので、地

方自治法第１８０条第２項の規定により、議会に報告するものでございます。 

 ２、事件の概要でございます。 

 被告は、平成２４年、２５年度分の学校給食費、合計８９，４０５円を滞納し

ておりまして、これまで催告を行ってきましたけれども、これには応じなかった

ものでございます。 

 区は、平成２６年１１月４日に学校給食費の一括支払いを求めて東京簡易裁判

所に支払督促を申し立ていたしました。これに対して、被告は分割での支払いを

求め、支払督促に対して適法な異議の申し立てを行ったため、当該支払督促が通

常訴訟に移行いたしました。 

 また、通常訴訟に至るまで、新たに３万１９８円が滞納となりましたため、合

計で１１万９，６０３円の訴えの変更を東京簡易裁判所に申し立てしました。 

 同日、第１回口頭弁論期日が開かれ、話し合いを行いました結果、裁判所によ

り和解がなされました。 

 専決処分日につきましては、平成２６年１２月３日でございます。 

 なお、和解の内容としましては、分割による支払いを行うというものでござい

ました。 

 以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  この件に関しては分かりましたが、こういうふうに裁判になったりする前の段
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階で、学校で実際に給食費の滞納問題というのはどうなっていますでしょうか。 

 

学 務 課 長  滞納が発生した場合には、学校におきまして、まず、面談ですとか文書をお渡

ししたり、電話や訪問をしまして督促をさせていただきます。 

 その中で分割の相談もさせていただくんですが、それでも応じていただけない

場合、６か月以上未納になっている場合には、区長名により督促をさせていただ

きます。それを経て、最終的にまた催告をしますが、そうしたプロセスを経ても、

なお、まだ応答していただけない方に対して、教育委員会の方で対象者を絞りま

して、今回のように支払い督促という形で裁判所から督促をさせていただくとい

う形で実施しております。 

 

高 野 委 員  学校で担任の先生や、副校長先生がかかわったりとか、先生方のご負担も増え

ると思うので、なるべくこういうものが減っていくことがいいのかなとは思うん

ですけれども。 

 

学 務 課 長  こういうことがきっかけで分割にしていただけるということでしたので、今後

もしっかり実施していきたいと思っています。 

 

委 員 長  今、実際に、ほかにも滞納の案件はあるんですか。 

 

学 務 課 長  はい、ございます。ただ、毎年、最終的にはお支払いいただけているという状

況もございまして、残った数名というところで、１名、２名、そういう状況にな

る場合がございます。 

 

委 員 長  この方は決定で分割が決まって、実際に支払いそうですか。 

 

学 務 課 長  ２月から支払いをしていただくという状況になっておりますので、これからで

すが、そういうことになると思います。計画的に納めていただければ、年内には

終了するということで。 

 

委 員 長  本当はきちんと払っていただくのが一番、経済的状況等は別に考慮されると思

いますけれども、恐らく、これはそういう問題ではないと思うので、しっかりと

払っていただくよりしようがない。 

 

学 務 課 長  はい、分かりました。 

 

委 員 長  よろしいでしょうか。 

 

（はい） 
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○報告事項 

１．文教児童委員会報告（Ｈ２７．１．２２） 

（資料・次長） 

 

委 員 長  それでは、報告事項を聴取します。報告１「文教児童委員会報告（Ｈ２７．１．

２２）」について、次長から報告願います。 

 

次 長  それでは、資料の方をご覧ください。 

 １月２２日に開催されました文教児童委員会の内容でございます。 

 まず、陳情と報告と所管事項調査が一緒に、当日、行われました。 

 陳情の方でございますが、第１２７号と第１３４号、子ども・子育て支援新制

度にかかわる陳情でございます。 

 この審議の中では、特に幼稚園が新制度に移行するということも含まれまして、

待機児解消に幼稚園の活用をしていったらどうか、あるいは認定こども園化の今

後の可能性、また、保育園側での待機児解消対策だけではなく、幼児からの教育

ということも進めていったらどうかというようなご意見が出てございました。 

 あと、あいキッズが新しい制度に移行するということで、国の子ども・子育て

支援新制度との関連性、適合性についても議論がなされました。 

 最終的には、継続審査を主張する方と採択を主張する方がいらっしゃいました

が、賛成多数で継続審査となってございます。 

 続きまして、教育委員会関連の１０４号、１２８号でございまして、新あいキ

ッズについての審議でございます。 

 こちらについては、特別な支援を要する子供への対応、あるいは配置職員の状

況等、質疑がなされましたが、こちらも採択を主張される方と継続を主張する方

がいらっしゃいまして、賛成多数で継続審査となってございます。 

 続きまして、教育委員会の動きについてご報告をいたしました。 

 また、教育科学館指定管理者の管理及び運営強化についてもご報告をさせてい

ただきました。 

 評価の内容等について質疑がなされましたが、ご了承いただいております。 

 また、プラネタリウムの今後の方向性等についても、色々、ご意見が出てござ

いました。 

 内容については、以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

松 澤 委 員  最初の、保育園待機児童のお話なんですけれども、板橋区の方では、保育園の

待機児童でお待ちになっている方というのはどれぐらいいらっしゃるかというこ

とと、１人のお母さんに対して３人兄弟ですとか、２人兄弟の方が、別々の保育

園にまたがって行っていらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、それにつ

いては、今、どういった現状になっているのか、ちょっと聞きたいということで
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すけれども。 

 

次 長  待機児については５００人程度だったと思うのですが、来年度は、スマート保

育等を活用しますので若干減尐いたしますが、まだ全て受け入れるという状況に

はならないようでございます。 

 また、学年をまたいだお子さんの状況については、所管が子ども家庭部ですの

で、私どもではちょっと把握していないので、そういった実態があることは聞い

てはおりますが、もし必要でございましたら、改めて調べて、今度、ご説明いた

します。ちょっと私どもでは把握していません。 

 

委 員 長  ほかにございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○報告事項 

４．人事情報（都費職員 平成２７年１月分） 

（指－１・指導室） 

      （区費職員 平成２７年１月分） 

（庶－３・庶務課） 

委 員 長  報告４「人事情報」について、初めに、都費職員について指導室長から、続い

て、区費職員について庶務課長から報告願います。 

 

指 導 室 長  指導室、「指－１」の資料でお願いいたします。 

 まず、正規職員につきまして、括弧内を含めて、減１です。 

 再任用の方がご退職されたということで、１名減になっております。 

 休職者等のところですが、増４の、減４。 

 増４は、育休が２名と病休が２名で、増４。減要因は、育休からの復帰が４と

いうことで、プラマイゼロです。 

 期限付任用教員については、数は変わっておりませんが、増減１ずつあります。 

 非常勤につきましては、学習指導講師が１名減になりました。２名増の３名減

です。今日現在ではさらに２名減ということで、今日現在は１４６になっていま

す。 

 この減の要因は、免許を持っている人がいるために、育児休業の後補充でとら

れるケース、これは区内だけではなくて、ほかからも持っていかれるケースがあ

ります。 

 育休の教員というのは、東京都全体で名簿を持っていて、そこにアタックする

ということが先なのですが、アタックしてもこの時期は皆さんもう埋まっていま

す。どうしても取れないということで、免許を持っている方が持っていかれてし

まうということでございます。 

 その他の非常勤職員については変更ありません。 



17 

 指導室は、以上でございます。 

 

庶 務 課 長  では、私の方から。一般職、再任用、再雇用の部分での異動はございません。 

 裏面を見ていただきますと、非常勤職員のところで、特別支援学級介添員、そ

れと社会教育指導員について、１名ずつ増になってございます。 

 介添員につきましては、志村小学校の方でありまして、それと社会教育指導員

に関しましては、大原社教の方で欠員が補充されたところでございます。 

 以上でございます。 

 

委 員 長  意見、質疑等がございましたら、ご発言ください。 

 ほぼ変わりなしということで、相変わらず病気の先生がいらっしゃるのはちょ

っと残念ではございますけれども、指導講師の方は来年から人数も増えるという

ことなので、しっかり集めていただければよろしいかなと思います。 

 

指 導 室 長  来年度の分は、今、面接を実施しておりまして、来年度の定数は、一応、埋ま

る予定でございます。 

 

○報告事項 

５．請願・陳情の処理結果について 

（庶－４・庶務課） 

委 員 長  では、報告５「請願・陳情の処理結果について」、庶務課長から報告願います。 

 

庶 務 課 長  こちらは区議会におきまして採択された当教育委員会の方の案件について、陳

情処理、その分について報告するものでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、その次のページです、陳情１０４号ということ

で、新あいキッズに関する陳情第１項、アンケート調査結果ということで、処理

結果ですが、読み上げます。 

 新あいキッズ実施校１１校に対し、７月にアンケート調査を実施、４月から７

月にモニタリング調査を実施するとともに、「ご意見ボックス」の方を設置いた

しました。 

 おやつ（補食）の内容や量は区の栄養士、大学の専門家に相談し、食育の観点

も踏まえて検討し、対応方針をまとめたものでございます。 

 事務量の削減等、現行制度を見直し、指導員の配置数を削減した。それと、児

童への安全管理や関わりなどに要する指導員の配置は現行制度と変わらないとい

った内容で、区議会の議長の方に報告するものでございます。 

 この件については以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 要するに、陳情に対してこういう処理をしたということで、補食の内容は具体

的には変わるんですか。 
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学校地域連携担当課長  従来型のあいキッズの方では、これまでの学童クラブも同じ様な形ではござい

ましたが、新あいキッズの方では一層補食に近い形で、５時からの提供というと

ころもありましたので、その辺は配慮しているということで変えたところでござ

います。 

 記載のとおり、区の栄養士や大学の専門家、それと小児科医にも、一応、確認

をとりながら進めています。 

 

委 員 長  分かりました。具体的には、どんなものからどんなものになったという例はあ

るんでしょうか。 

 

学校地域連携担当課長  失礼いたしました。よくあるスナック菓子というものから、旪の果物や小さ目

のおにぎりといったような形で、より補食に近いような形での提供をさせていた

だいております。 

 摂取カロリーについても１５０から２００キロカロリーということで、夕食に

も影響が余り出ないような形でということでは変えたところでございます。 

 

委 員 長  難しいですよね。夕食に影響が出ないような、でも、何となく夕食までもたせ

なければいけないような、非常に難しいとは思いますけれども、個々のお子さん

によって違うので。 

 ほかにございますか。 

 

（なし） 

 

○報告事項 

６．平成２６年度 教育懇談会実施結果について 

（庶－５・庶務課） 

委 員 長  では、次に、報告６「平成２６年度教育懇談会実施結果について」、庶務課長

から報告願います。 

 

庶 務 課 長  先般の教育懇談会では、ありがとうございました。特に青木先生、ご講演あり

がとうございました。 

 テーマを「学力向上のための家庭での取り組みについて～家庭学習の習慣化

～」ということで取り組みました。 

 参加者の方ですが、総勢１０３名、保護者の方が８１名ということで、昨年か

ら比べますと数名尐なかったというところですが、例年、同じような規模で実施

しているところでございます。 

 ２ページ目以降に、当日に発表されたものと、そのほか、各テーブルで書記の

方に書いていただいたものを要約したものをこちらの方に記載させていただきま

した。ありがとうございました。 
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 以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  青木先生の大変参考になるお話、ありがとうございました。 

 短い時間だったのですけれども、色々な小学校や中学校のお母さんたちと一緒

のテーブルでお話をするということで、大変意味があったなというように思って

おります。 

 後で当日参加されたお母さんと帰りにお話ししたら、「ふだんの学校ではなか

なか聞けないお話が聞けたので、参加してよかったです」というようなことをお

っしゃっていました。 

 

青 木 委 員  自分の反省も込めてですが、ちょっと話が長過ぎたなと。懇談の時間をもう尐

し長くした方がよかったかなと、個人的には感じております。 

 以上です。 

 

委 員 長  結局、来ていただいている保護者のご家庭は、大体、家庭学習をよくやってい

るところの方が何となく来ておられて、本当は家庭学習を余りやらないんだとい

う保護者のお話も聞きたかったかなというのが実はあったんですけれども、そう

いう話がほとんどなくて残念でした。 

 ここのアンケート結果というか、報告事項を見まして、「受験に向けて、塾の

宿題が多く、それをこなすのに精一杯」というのがあったりして、学校の保護者

においては、塾の宿題があるので学校の宿題は出してくれるなという要望を出す

保護者もいるというように聞いておりまして、ちょっとその辺は本末転倒かなと

いう気がしないでもないのと、あと、ぱっと見た感じで、「夏休みの自由研究は

板橋区でやり方を統一してくれたらいい」というもの、そうすると自由研究の意

味がないというように思います。 

 そういうご意見を持っているご父兄のいらっしゃるんだというように、一応、

解釈はしておりますけれども、なかなかこれは難しいなと思います。 

 

青 木 委 員  １点だけ、いいですか。今、ざっとこの懇談の要旨を見せていただいて、何と

なく最終的な取りまとめというか、全体的にこういう意見が多かったとかという

ようなところは、もし、まとめがあったらいいなと思っています。 

 ちょっと皆さんの意見を聞いていて思ったのは、この中にもコメントが出てき

ているんですけれども、リビング学習はやっぱりそれなりにいいなというのをち

ょっと個人的には感じたということです。 

 あと、クラブの活動を通じて、部長になったとか、キャプテンになったとかで

責任を持たせて勉強をやらせるという、これは１つ、取っ掛かりとしてはいいな

と思ったので、何となくこういう意見があった中で、いいものはこれだというの

がちょっとくっついていると後々いいかなと思いました。 
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 以上です。 

 

庶 務 課 長  分かりました。取りまとめの際に、その辺のところもちょっと案として使わせ

ていただいて、また、委員の先生方に見ていただきたいと思います。 

 

青 木 委 員  何となくこういう意見が多かったとなると、やった意義も、どこか方向性みた

いな、周りの後で見られた方も感じられるかなと思いました。 

 

庶 務 課 長  まとめてみたいと思います。 

 

青 木 委 員  よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  よろしいですか。 

 

（はい） 

 

○報告事項 

８．区立幼稚園のあり方検討について 

（学－１・学務課） 

委 員 長  では、次に、報告８「区立幼稚園のあり方検討について」、学務課長から報告

願います。 

 

学 務 課 長  それでは、資料「学－１」をご覧ください。 

 区立幼稚園のあり方検討についてでございます。 

 １番のパブリックコメントの結果について、ご説明させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、「別紙１－１」をご覧ください。 

 区立幼稚園のあり方検討「中間のまとめ」につきましては、広報いたばし等を

通じまして、１０月１８日から３１日までの１４日間、意見を募集いたしまして、

その結果、１５人の方から３２件のご意見をいただきました。 

 具体的なご意見の内容及び区の考え方につきましては、次のページ、「別紙１

－２」をご覧ください。 

 ご意見の内容を大きく９項目に分類させていただきました。 

 ピックアップしてご説明をさせていただきます。 

 まず、１番、幼稚園の対応等に関する要望。 

 これについては７件、同様のご意見がございました。 

 ご意見の内容としましては、保育年数についてのご要望。 

 これについては、２年保育のよさについてのご意見と、３年保育の試みについ

てのご要望がございました。 

 また、延長保育についても、要望がございました。 

 区としましては、３年保育、延長保育については、周辺の私立幼稚園の受け入
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れ状況等も踏まえて検討していきたいと考えております。 

 また、区立幼稚園の移転、新設等についてのご要望もございました。 

 次のページになりまして、２番になります。最低人数については、３件のご意

見がございました。 

 内容としましては、小規模になってしまった場合、行事をするときの工夫をし

てみたらどうか、それが特色になるのではないかといったようなご意見ですとか、

最低人数について判断する時期はいつでしょうかなどの意見。また、１０人とし

た根拠は何かということでございました。 

 区の回答としましては記載のとおりでございますけれども、最低人数につきま

しては、４月１日時点の人数で判断をしたいと考えております。 

 続きまして、３番、尐人数保育についてのご意見については６件ございました。 

 尐人数保育のよさ、メリットについてのご意見でございました。 

 保護者同士も園児同士も結びつきが強くなるというところで、そういったよさ

についてのご意見でございました。 

 それから、そのほかに多かったご意見としましては、尐し飛びまして、３ペー

ジの５番、改善・猶予期間の必要性、存続の要望等、これについて１１件ござい

ました。 

 区立幼稚園の認知度が低く、これまで改善の努力をしてきたのでしょうかとい

ったご意見ですとか、また、何年かの猶予が必要ではないか、地域の方々が納得

できる説明が必要であるといったようなご意見などです。 

 区立幼稚園につきましては、情報提供は、今後とも区としてしっかり行ってい

きたいと考えております。 

 そのほかのご意見と区の回答につきましては、記載のとおりでございます。 

 パブリックコメントにつきましては、簡単ですが、以上でございます。 

 続きまして、別紙２「区立幼稚園のあり方検討最終報告（案）」についてご説

明いたします。 

 今、ご説明しましたように、中間のまとめについて、区民の皆様からご意見を

いただきまして、これを踏まえて、検討会ではさらに検討を行いまして、今回、

最終報告の案として取りまとめを行いました。 

 中間のまとめの内容から大きく変わったものはございませんけれども、下線を

引いてある部分が変更・追加等をした部分、あるいは、一部、順序の入れかえを

行っております。 

 追記した部分ですけれども、まず、７ページの下線部分のところですが、一番

下のところです。 

 パブリックコメントのご意見を踏まえまして、「本文中に施設型給付を受ける

幼稚園という表記がありましたが、これはどういう意味でしょうか」というご意

見がございましたので、こちらに関する注釈を追記いたしました。 

 続きまして、８ページの（２）保護者ニーズの多様化への対応の部分ですが、

下線部分の３歳児保育等の検討につきましての記載ですが、中間のまとめでは尐

し詳しく書いておりましたが、ここでの記載は簡略化しまして、具体的な内容に
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ついては１０ページの今後の検討課題というところに中間のまとめと同じ内容で

記載をし直しました。 

 それから、同じく１０ページの今後の検討課題のところで、３歳児保育・認定

こども園化の検討、このほか、適正規模の部分を追記いたしました。 

 適正規模、１学級の上限の検討についてということですが、検討会においては、

小学校１年生は１学級３５人であることも踏まえて、幼稚園では、現行、１学級

３５人の上限を歳児別に若干抑えて設定すべきではないかという、こういったご

意見もありましたので、今後の検討課題として記載させていただいております。 

 また、１０ページの最後の下線の部分ですけれども、パブリックコメントのご

意見を踏まえまして、区立幼稚園についての情報発信について、今後も一層分か

りやすい情報発信に努めていくという内容で追記をいたしました。 

 最終報告につきましては、この後、文教児童委員会に報告を行いまして、『広

報いたばし』への掲載、説明会等の実施も予定しているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  このパブリックコメントのご意見を読ませていただいて、区立幼稚園に対する

認知が低いんだなというのは改めて感じました。 

 私自身も自分の子供を幼稚園に入れるときに、まず、区立はどこがあるのかな

と思ったら、高島平の方面に２つあるということで、まずは通わせられる場所と

いうことで、自分自身の経験でもそういう意味ではちょっと選択の外側に行って

しまったので、ずっと区立の幼稚園については余り知識がないまま過ごしてしま

ったと思うのです。 

 やはり、その土地の地域性もあるのですけれども、全体の区の、区立というこ

となので、情報をしっかり発信していくことは改めて大切だなと思いました。 

 あと、もう１つ、この認定こども園化ということは、私はこの高島平地域の保

護者の方のニーズを拝見して、これから高島幼稚園とか、あの地域で区立の幼稚

園がますます価値を出していくためには、認定こども園としてのことを検討して

いくのはとてもいいのではないのかなと個人的には思いました。 

 それと、あと１つ、ちょっと心配なことは、区立の幼稚園では私立に比べて配

慮を要する園児の割合というのが高いんですけれども、今後、新河岸幼稚園がも

しこのまま人数がずっと尐なくなって経営ができなくなってくると、高島幼稚園

に配慮が必要な方の入園の希望というのが増えていくのかなと思ったんです。 

 そうなると、高島幼稚園１園で受け入れていくことが可能なのかな、どうなの

かなと、その辺についても尐し検討していただきたいなと思いました。 

 

学 務 課 長  区立幼稚園の今後については、こちらに記載のとおり、認定こども園化ですと

か、時代に合った、保護者ニーズに合った検討をしていくべきだと考えておりま

して、そのあたりはしっかり周辺の状況も踏まえて、今後、検討してまいります。 
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 配慮を必要とするお子さんの受け入れについてですけれども、ご指摘のとおり、

新河岸幼稚園が今後どうなるかというところで課題になるのですけれども、高島

幼稚園についても一定程度受け入れが必要になってくるということになると、や

はりそこだけで受け入れが可能になるかという問題がございます。私立幼稚園に

対する何らかのフォローですとか、受け入れ体制の整備について、区の方からも

アプローチをしながら、全体として受け入れが可能になるような方向に区の方と

しても誘導していかなければいけないのかなと考えております。 

 

次 長  あと、すみません、特別な支援を要するお子さんなんですが、あいキッズも同

様なんですけれども、やっぱりここの幼稚園、あいキッズで受け入れていくとい

うことも大変大事なことだと思うのですが、それなりの特別支援学級のようなき

ちんとした考え方に基づいた対応というのを民間の療育施設等でとっております

ので、かなり併用されている方も多いんですね。 

 そこでの対応というのも、区全体として、幼稚園で受け入れるという部分と、

そういう民間の施設を増やしていって両方でトレーニングしていくというような

ことを考えていかなければならないと考えていますので、子ども家庭部、あるい

は福祉部と連携した対応を今後とっていきたいと思っております。 

 

青 木 委 員  教育委員の皆様への情報共有が私自身おくれているところがあるので、ちょっ

と情報提供です。学校整備週間で新河岸に行かせていただいて、今年の園長さん

から色々伺った中で非常にすばらしいなと思ったのは、現状の在園児は尐ないと

いう問題を抱えているのですが、新河岸幼稚園自体は遊具や園庭も非常に充実し

ていて、プールまであるというところで、そこを生かすために、周りに私設の幼

稚園が幾つかあるので連携しているというお話を伺いました。 

 要するに、在園児が尐ないから子供同士のコミュニケーションがとれないとい

うのではなくて、周りの幼稚園の園児さんたちにどんどん入ってきてもらって、

それで一緒に遊ばせる。それから、プールやシャワーを日替わりで順番に使うと

か、周りの幼稚園にないので非常に喜んで使っていただけるというようなことを

伺いました。 

 そういう形で子供同士のコミュニケーションが、幼稚園を超えて広がるのであ

れば、尐なくとも、子供が尐ない幼稚園だからだめという結論にはならないのか

な、と個人的にはちょっと感じたものですから、あくまで情報共有ということで

お話したいと思います。 

 あと、あそこは遊具がほかの周りの幼稚園から見ても非常に多岐にわたってい

て、山があったりして、そこを登らせたりというのはほかでは絶対にできないの

でということで周りの幼稚園の方たちも非常に喜んでいるというようなことがあ

ったので、ちょっとその辺の状況も見極めながら、今後、ご検討いただけるとい

いと思います。 

 勿論、園児以外の子どもを積極的に入れるということが方向的に正しくないと

いう議論も当然あると思う、その辺も踏まえてご検討いただければと、よろしく
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お願いします。 

 

委 員 長  よろしいですか。 

 

（はい） 

○報告事項 

９．給食室大規模改修時保護者負担軽減補助金について 

（学－２・学務課） 

委 員 長  では、次に、報告９「給食室大規模改修時保護者負担軽減補助金について」、

学務課長から報告願います。 

 

学 務 課 長  それでは、資料「学－２」をご覧ください。 

 給食室大規模改修時保護者負担軽減補助金について、ご説明いたします。 

 １、目的でございます。 

 板橋区立小中学校におきまして、学校大規模改修工事で給食室が使用できない

場合に、区が給食の代替として仕出し弁当を提供いたします。 

 お弁当を購入しました保護者に対しまして、弁当の支払金額と学校給食費の差

額を区が支給するものでございます。 

 ２、補助対象者です。 

 工事により給食室が使用できない場合、児童生徒には、原則、仕出し弁当を食

べていただきますが、この仕出し弁当を購入する区立小中学校の在籍児童生徒の

保護者といたします。 

 ３、補助額につきましては、仕出し弁当の月額の支払金額と月額学校給食費と

の差額となります。 

 ４、対象期間でございますが、平成２７年２月となります。 

 対象校は下赤塚小学校でございます。 

 下赤塚小学校は、現在、工事中でございまして、予定では２月から給食を再開

するということになっておりましたけれども、工事の遅延によりまして給食開始

が３月となっております。 

 既に９月から仕出し弁当の対応を行ってきたところでございますけれども、予

定外の２月分につきまして、区が、今回、差額を負担するということで、このス

キームを適用いたします。 

 なお、平成２７年度につきましても、工事期間中の対応としてこのスキームを

適用することといたしまして、予定されております志村第五小学校、上板四小、

西台中、以上の３校につきまして同様の対応をしてまいります。 

 説明は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  今の学務課長のご説明だと、下赤塚小学校に関しては、１月までの給食開始が
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１か月延びたので、そこのところについて補填していくという、そういう考え方

で。 

 

学 務 課 長  下赤塚小学校については、当初お弁当ということでご負担いただいていたわけ

ですけれども、原則としては、給食を提供するというのが区の責任ですので、そ

の考え方が根底にあるのと、今回、下赤塚小学校は工事遅延というところがござ

いましたので、それとあわせて２つの要因がございます。 

 今後については、同じように工事で給食を提供できない場合には、こういった

形で基本的には区が差額を負担します。 

 

高 野 委 員  単純にこの１カ月間、それは工事が延びて負担しますということで、その後、

今度、平成２７年度からは、４月から始まる学校についてはもう負担が決まって

いるということで、下赤塚小学校の方たちがこれをどういうように受け取るかな

と思いました。決定は２月にこれに間に合わせて決定したということなんですね。 

 

学 務 課 長  はい、そうです。 

 

高 野 委 員  そうすると、ちょっとその辺の議論が、いつ始まったのかということで。例え

ば１カ月目の１月分についてはどうなんだろうかと、実際には昨年の９月からそ

ういう負担があったわけですよね。 

 ここの延びた分の１カ月分については負担しますということで、その後、今度

は４月から新しい学校についてはその補助が始まるということで、それをどう受

けとめるのかなと私自身ちょっと感じたものですから、補助について議論される

とか、決定するようになったというのは、下赤塚小学校が１カ月延びたというと

ころが発端なんでしょうか。 

 

学 務 課 長  いいえ。それもございますが、本来区として給食を提供する責任がございます。

しかし、親子給食という形にする場合は、一定の条件が整わないとなかなか対応

ができないというところがございまして、今までの考え方では、工事期間が一定

の期間、長期にわたらない場合には自宅弁当又は仕出し弁当を食べていただくと

いう形で、これまでお願いしてきたところです。 

 今年度、今後について、そういったやり方がいいのかどうかということを十分

検討いたしまして、区として責任を持って給食を提供したいというところに立ち

戻り、準備を進めてまいりました。しかし、事務的にかなり整理する部分がござ

いまして、どうしても下赤塚小の開始時には間に合わなかったというところがご

ざいます。 

 ですので、ぎりぎりで２月のところからのスタートについては、事務的にも整

理ができましたし、要綱等についても準備ができましたので、そこからスタート

させていただくということで、今回の決定でございました。 
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高 野 委 員  分かりました。では、下赤塚小学校の保護者の方にはそういう経緯をしっかり

説明お願いします。 

 こういう補助が出ることは私は大変いいことだと思っています。お弁当をつく

るのが大変だからとかといって、学校を選ぶときにも、それがちょっと悩むとこ

ろだったりするので、こういう形で補助していただけるのは大変ありがたいと思

いますので。 

 

学 務 課 長  分かりました。 

 

高 野 委 員  下赤塚小学校の方には、十分にそのように説明をお願いいたします。 

 

学 務 課 長  承知いたしました。 

 

松 澤 委 員  私が整備週間で下赤塚小学校に行かせていただいたときに、やっぱり今と同じ

様な意見で、子供たちが給食を楽しみにしていたというのを聞いていたので、こ

の件に関しては尐しでもそういった補助が出るということで、自分としては安心

したんですけれども。 

 やはり先ほどの学校の新しい学校づくりのところと関係してくると思うのです

が、そこでその学校さんのお話を聞いたときに、給食室だったりというところを、

夏休みに工事するだとか、色々なやり方があると思うのですが、そういったとこ

ろをまたこれから区の方で改善していただければ、子供たちが校庭で遊べないと

いうこと、あと１つは給食です。 

 その２つのことをおっしゃっていらしたので、その点、また、学校づくりの方

の学校専門の方だけ、そういうプランで、そういったことになるべく配慮してい

ただくのと、あと、学務課長さんがおっしゃられた、そういう保護者への対応と

いう面、その２つを、高野委員が言われたような形で、保護者の立場に立ってや

っていただければいいなというように思います。 

 本当に、下赤塚小学校自体は仕方ないことだということで認識はされていたの

で、やはり工事は仕方ないと。ただ、遅延した部分に関しての話はやはりしてい

て、せっかく給食を楽しみにしていたということはおっしゃっていたので、そう

いったことをこれから配慮していただければいいかなと思いました。よろしくお

願いします。 

 

新しい学校づくり担当課長  給食室の方の工事なんですけれども、今までの水で清掃するウエット型から、

改築に当たりましては、衛生管理の面でドライ化を図っていますので、どうして

も調理器具の間をあけないといけないので増築せざるを得ない。 

 これは、まさに下赤塚小学校がそうで、増築する部分を掘ったら、がれきがい

っぱい出てきてしまって、２カ月の工事延長となりました。 

 夏休みはちゃんと挟んでいるんですけれども、やはりその増築の部分もあわせ

てやりますので、どうしても６カ月から７カ月ぐらいかかってしまいます。ご迷
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惑をかけております。 

 今後は、今回の下赤塚小学校みたいに掘ったらがれきが出てきたということで

すけれども、もう尐し早目、早目で、増築の部分の対応を図って、最初に決めて

いる工期で済ますように努力はしていきます。色々、今回、下赤塚小学校にはご

迷惑をかけましたけれども、今後、そういうことのないようにしていきたいと思

います。 

 

青 木 委 員  すみません。私の職場でも全く同じことが起こっているんです。今の問題は、

職人さんも足りなくなっている。オリンピックまでは待ったなしでございまして、

それで、平成２７年度予定の方も、これはあくまでも通常の建設工期でというこ

とになりますので、営繕の方は当然もうこの辺は認識されていると思うのですけ

れども、多分、延びるんじゃないかなと思っています。 

 うちの食堂も、今、改築をやっていて、もう延びるのが決まっていて、どうし

ようといって、待ったなしで４月は始まるというのがありますので、この辺の対

策は、営繕の方と組織もある程度柔軟な形で対応できるようになると思いますの

で、特にこの時期はもう延びるのを前提でご検討いただいた方がいいかなという

ふうに思います。よろしくお願いします。 

 

委 員 長  今まで、下赤塚小学校は、仕出しか、弁当持参かということだったと思うんで

すけれども、２月は全員仕出しになるということになるんですか。 

 

学 務 課 長  基本的には、仕出し弁当を食べていただきたいというのがスタンスでございま

す。 

 

委 員 長  保護者さんのご意見によっては、仕出しの評判が余りよくないのもありますし、

ここの仕出し弁当に関しては、学校の方はメニューとか中身について意見を言え

るチャンスはあるんですか。 

 

学 務 課 長  ございます。随時、教育委員会と学校とで情報交換しておりますので、平成２

７年度について、また、業者を選ぶ際には、当然、何社かありまして選ぶという

ことをしますし、内容については、随時、確認をして改善できると思いますので、

その辺は調整してまいります。 

 

教 育 長  よろしいですか。給食に関しましては、学校生活の中で子供たちにとって極め

て重要な要因だと思っていまして、今、委員の皆様からご意見をいただいたよう

なことだというように思っております。 

 そういう意味で、給食を提供していくというのは行政の責務だと思っていまし

て、今回、仕出し弁当というようなことについては、そういう意味では、本当に

次善の策ということで、本来でしたら、親子給食をやってでもきちんと給食を区

の責任において提供していくと。したがって、工事のあるなしにかかわらず、給
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食を提供していくのが我々の責任だと思っています。 

 そういう意味で、今回の対応について、本来のやるべきことができていないと

いうことの中で、当初の下赤小につきましては、仕出し弁当を斡旋するという考

え方だったわけですね。 

 したがいまして、給食は休止してしまって、その間については、保護者の責任

においてお昼を確保すると。その際に、便宜供与という意味合いで給食について

は斡旋するという考え方をとっておりましたので、当然、仕出し弁当を食べるこ

とについては、仕出し弁当に相当する金額を保護者からいただくというような考

え方だったということなんです。 

 それについては冒頭申し上げたような考え方と相反する考え方だというように

私は思っておりますので、今回、当然、本来でしたら給食として提供すべきとこ

ろを給食ではないとしても、事業者に対して給食にかわる弁当ということで、極

力、区が指定した、区が責任を持った、そういう内容のものを、仕出し弁当とい

う形になりますけれども、代替給食ということで提供していこうというのが今回

の考え方です。 

 したがいまして、極力、仕出し弁当を食べていただくということではなくて、

給食の代替措置ですので、基本的には食べていただく。給食を提供する、形は違

いますけれども、給食だというように考えていただいて、給食は子供たちにそれ

を食べていただくと。 

 ただ、直接的な調理をする給食でないものですから、なかなか設備、多様性の

面も含めまして、事業者が特にアレルギー対応については難しいだろうと思って

おりまして、アレルギー等々で対応し切れない部分については、大変申しわけな

いんですけれども、ご家庭からお弁当を持参していただくということに、これは

ならざるを得ないと思っています。 

 そういう形で、これからしっかりと区が責任を持てるように、仕出し弁当であ

りながらも、栄養面、あるいは量も含めてですけれども、しっかりと責任を持っ

て対応して、栄養士もおりますので、栄養士も考えながらやっていこうかと思っ

ておりますので、従来型の下赤小で今まで提供していた仕出し弁当の斡旋とは考

え方も内容も違うというように思っていただきたいと思います。 

 それで、下赤塚小については、この２月からということで、高野委員さんがお

っしゃっていたようなご父兄の不満なりご批判等については当然だと思っており

まして、その点については、過去にさかのぼることはできませんので、十分にご

理解いただけるようにご説明をさせていただいて、ご納得をいただきたいなと思

っております。 

 したがいまして、補助金となっておりますけれども、この点についても尐し検

討していかなければいけないかなと思っておりまして、保護者にとってみれば、

給食費は決まっておりまして、給食の代替措置としての弁当提供ですので、その

部分が安くなるのであれば補助金になりますけれども、給食費は変わりませんで、

給食費としてお支払いいただきますので、それと仕出し弁当との差額の部分につ

いては区の給食にかかわる必要経費というように考えるべきなのかなと思ってお
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ります。 

 その点については、尐し内容的に検討させていただいて整理させていただきま

すけれども、いずれにしても、保護者のご負担については給食費ということで進

めていきますので、できれば平成２７年度について尐し整理をして適正な対応が

できればなというように思っておりますが、尐し予算の編成上の問題ですとか、

他の部署との調整もありますので、その点についてはこれから協議させていただ

きたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  従来からアレルギー対応で全くお弁当だったという方は問題ないと思うのです

けれども、今までアレルギー対応の給食をとっておられた方がこれからは弁当に

なってしまうなどというときの補助金が欲しいなどという意見が出てこないかな

という気もするんですけれども、今の教育長のお考え方でいけば、補助金という

形ではないので、その辺は納得してもらえるかとは思います。 

 それと、もう１つは、仕出し弁当は意外とパターン化されているのが多くて、

せめて１カ月間はメニューが変わったものにしてほしいなと思いますし、場合に

よっては、月水金と火木は別の業者にするとか、バラエティを変えていただいた

方が子供にとってはいいんじゃないかという感じがいたします。 

 

学 務 課 長  現行においても、メニューについては小学校のお子さんたちに適したメニュー

にするですとか、そういった形では配慮しておりますので、今後もその辺は十分

注意して対応していきたいと思っております。 

 

委 員 長  ただ、温かいものがない。 

 

学 務 課 長  そうなんです。そこはちょっと、どうしても冷えてしまうものがあるので。 

 

○報告事項 

１０．教育科学館の臨時休館について 

（生－２・生涯学習課） 

委 員 長  では、次に、報告１０「教育科学館の臨時休館について」、生涯学習課長から

報告願います。 

 

生涯学習課長  それでは、板橋区立教育科学館の臨時休館について、告示及び区報、ホームペ

ージ等で周知するものでございます。 

 休館の期間は、２月１７日（火）から２月２０日（金）の４日間でございます、 

 休館の理由でございますが、給排水設備（加圧給水ポンプユニット）、これを

老朽化により取りかえることになりまして、館内の水道と暖房が使用できなくな

るためでございます。 

 区民の方には大変ご迷惑をおかけしますが、設備の取りかえ工事ということで、

ご理解をお願いしたいと思ってございます。 
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 こちらの方は、以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 設備の交換ということで、やむを得ないかと思います。 

 

○報告事項 

１１．尐年自然の家八ヶ岳荘の臨時休業について 

（生－３・生涯学習課） 

委 員 長  では、報告１１「尐年自然の家八ヶ岳荘の臨時休業について」、生涯学習課長

から報告願います。 

 

生涯学習課長  続きまして、板橋区立尐年自然の家八ヶ岳荘の臨時休業についてでございます。 

 休業期間は３月２日（月）から１６日（月）の約２週間でございます。 

 こちらの休業理由でございますが、給湯ボイラーの老朽化により１１月に不具

合が出まして、業者に見てもらったところ、取りかえ工事が必要ということでご

ざいまして、今回、工事期間中は厨房と浴室が使用できなくなるためでございま

す。 

 区民への周知は、告示及び区ホームページにより行います。 

 こちらも区民の方には大変ご迷惑をおかけしますが、今回、予約が入っていな

いということをきちんと確認の上、日程を調整させていただいておるところでご

ざいます。 

 ご報告の方は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 予約が入っていないというのがいいのか悪いのか分かりませんけれども、この

機会にしっかり直していただけるとよろしいかと思います。 

 ちょっと、すみません。さっきので１つだけ言い忘れた気がするんですけれど

も、教育科学館が休館のとき、駅で分かると僕は一番いいかと思います。 

 

生涯学習課長  分かりました。 

 

委 員 長  あそこまで行って休館と言われてしまうより駅で分かった方が、まだ。その辺

で、もしあれができるんだったら。 

 

生涯学習課長  その辺については、検討させていただきます。 

 

○報告事項 

１２．平成２７年度教育支援センター実施事業について 

（指－２・指導室） 

委 員 長  それから、報告１２「平成２７年度教育支援センター実施事業について」、指
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導室長から報告願います。 

 

指 導 室 長  ステイプラーで留まっている冊子でございまして、番号はついていないですが、

資料としては「指－２」です。 

 いよいよ４月から開設ということでございます。今、準備の最終段階に入って

おります。来年度の、とりあえず開設に向けた実施事業について、まとめたもの

でございます。 

 最初に、３ページ。研究・研修に関することですが、学校と色々やりとりをし

ている中で、この③にあります４年目から１０年目までの教員の研修を充実させ

てほしいという要望がありましたので、これらを含めて、４ページ以降にありま

す現在、指導室で行っています教員の研修に加えて、先生方が色々な研修ができ

るような仕組みを整えているところでございます。 

 研究につきましては、９ページ以降になります。 

 この中で、後でまた、この次にご報告しますが、教育委員会としての研究校の

指定を教育支援センターとしてもさせていただくことになっております。 

 そのポンチ絵が１２ページにありますが、右側にあります「応募による研究事

業」、これは今指導室で行っている１８校園の研究、奨励校とか研究校、委員の

皆様方が発表会に行っていただくのがこれです。 

 それから、左側にあります研究指定事業の中で、新規研究指定校１０校、これ

は教育支援センターにおいて、こういう板橋の教育課題があるので研究をしなさ

いと指定するものです。 

 この研究指定校については、教育支援センターで、恐らく２月の予定になりま

すが、１０校まとめて報告会というのを実施するということで、区全体に広める

という予定でございます。 

 次に、相談業務でございますけれども、２１ページに全体のイメージ図をまと

めました。 

 教育支援センターが教育総合相談の窓口を設けるということでございます。 

 今、指導室で基本的に扱っているような情報を支援センターの教育総合相談が

一元的に全て受けます。子供の相談であったり、教員の指導力の問題であったり、

学校経営の問題であったりということです。 

 特に、今、申し上げました学校経営の問題については、学校相談ということに

なりますので、指導室のパイプ、横につながっている矢印ですが、これで指導室

と連携をとりながら学校経営をサポートしていくという、こういう体制をとって

いくということでございます。 

 次に、人材コーディネートの事業については、２３ページ以降ですが、図とし

ては２５ページの予定表を見ていただきたいと思います。 

 現在、近隣の大学等、福井大学も含めまして９大学との話がほとんど進んでお

りまして、学生の派遣であるとか、大学の先生方が学校の校内研究に来てくださ

るという形はとれるようになっております。 

 また、今、人材バンクとして登録してある方については、人材バンクの登録を
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一回外れていただいて、新たにコーディネート事業に登録していただくような形

で、区内のどこの学校でも行けるような仕組みを整えるということでございます。 

 最後に、組織について、先ほど庶務課長が尐し触れましたけれども、２７ペー

ジです。支援センターの中には、教育支援係、全体の庶務の係になるところのセ

クション、それから、教育のＩＣＴの推進係、現在、庶務課にＩＣＴ推進担当が

ありますが、それが移管してきます。 

 それから、教育相談の係として新たに教育相談係というのができます。この中

には、蓮根の教育相談所が全部こちらに参ります。また、出先機関として成増の

分室、フレンドセンターも入ります。 

 それから、指導主事が着任しまして、合計で、都の非常勤も入れて３９名程度

になります。 

 ここについては以上でございますが、３月２６日の１１時から開所式というこ

とでご案内をこれからまた正式にさせていただきますけれども、よろしくお願い

したいと思っております。 

 以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  平成２６年１２月のこの案と比べみて、内容がすごく分かりやすく、内容自身

の充実ももちろんなんですけれども、この冊子自体がとても分かりやすくて、い

いなと思いました。 

 研修・研究事業についても、具体的で分かりやすくなっているということと、

あと、教育相談についても、前のを見ると、フローチャートだけだったんですけ

れども、そこに相談内容を細かく書いて、どこに相談すればいいのかということ

が非常に分かりやすくなったなと思いました。 

 ＩＣＴに関しても、来年度、電子黒板が入るということで、それに合わせた研

修やまた、翌年度以降、円滑に推進していけるような研修が増え、内容的によく

なってよかったなと思いました。 

 

青 木 委 員  すみません、１つお伺いしたいのですが、２５ページの平成２７年度から２９

年度まで、大学との連携の中で、実施内容の③に免許更新制における連携という

コメントがあって、ちょっとこれは別で伺いたい話ですけれども、私どもも教職

課程を持っておりまして、そこの先生の中に、いわゆる一般女性を中心に、子育

てで先生を退いて、それですぐに復帰できればいいんですけれども、やはり長い

期間、ちょっと間があいてしまう。 

 教職員の免状を持っているんですけれども、いきなり現場復帰はというので、

聞いた話では、校長先生に一筆書いていただくと戻れる資格というのがいただけ

るというような話があって、そういったような動きというか、やり方、どこから

入っていいか分からないというような話が、実はその先生のもとにいた卒業生で

教職員の免状を持っている主婦の方から相談があるんだそうです。 
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 その辺をうまく連携でやっていただくと、人手不足ではなくて、要するに、本

当はいい人材になるはずなんですけれども、子育ても終えた、そういう方の発掘

ができるのかなとちょっと思っておりまして、その辺は、もしご検討の余地があ

るようでしたら、ぜひ、お考えいただければと思います。 

 

指 導 室 長  この免許更新制の連携自体は、１０年で免許が切れてしまうので更新しなけれ

ばいけないものを、大学の講義を受けるのに優先的に板橋の教員を入れさせてく

ださいというのを大学にお願いしている、この制度のことです。 

 割と枠がすぐいっぱいになってしまうので、板橋区の教員を優先的にやる、大

学の締め切り日よりもちょっと前に入れてくれということをお願いしていること

になる。 

 今、青木先生がお話しいただいたことは、休んでいる教員でも１０年経つと失

効してしまうので更新する必要があるんですが、管理職以外は基本的に免除の方

法がないのでして、再受講をどこかで研修する必要があります。 

 そういうことについて、これから、また大学と詰めていきながら、受講を優先

的にできるように入れ込んでいければなと思っております。 

 検討してまいります。 

 

青 木 委 員  よろしくお願いします。 

 

委 員 長  教育支援センターが新しくできるセクションなので張り切ってやると思うので

すけれども、他の課との調整とか、特に指導室とバッティングする部分も出てく

るかとは思うのですけれども、その辺をうまくやっていただけるとよろしいので

はないかと思っております。 

 

指 導 室 長  ある程度バッティングをわざとさせないと、向こうとこっちで分かれてしまう

と、学校が困ってしまうとは思っております。 

 

委 員 長  その辺の兼ね合いですね、はい。 

 

○報告事項 

１３．平成２７年度板橋区教育委員会研究奨励校の決定について 

（指－３・指導室） 

委 員 長  では、報告１３「平成２７年度板橋区教育委員会研究奨励校の決定について」、

指導室長から報告願います。 

 

指 導 室 長  資料「指－３」でございます。 

 先ほど、研究校の中でちょっとお話をさせていただいた、いわゆる研究奨励校、

これは２年間の研究奨励です、それから、研究校、１年間です、研究指定校、こ

れは支援センターでの指定校ということになります。 
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 表にまとめておりますけれども、まず、先に、下の方の２番の表、平成２６、

２７年度のいたばしの教育ビジョン研究奨励校、これは今年度と来年度というこ

とになりますので、既に指定されております。来年度も継続しているものです。 

 それ以外のものが新しいところでございます。 

 奨励校の枠としては、全体としては、２１校からやりたいという希望がありま

した。加えて、私どもで、しばらくこの学校は研究をやっていないなという学校

を５校選定させていただいて、２６校の中から絞り込んでいったという状況です。 

 表紙の１番の上にありますように、２年間の研究奨励校については、この４校

について研究してもらうというように思っております。 

 特に下から２番目の赤一中の部活動については、区としては初めての研究の窓

口というところになります。 

 １ページ目の裏面ですが、研究校、１年間の研究校ですね。この中にも２年間

の研究をやりたいという学校もたくさんあったんですが、とりあえず１年間だけ

やってみて、もう１年やらせてみるという学校も実はございます。全てやりたが

った学校ということでございます。 

 次に、最後の４番の研究指定校。これは教育支援センターで、こちらからこの

研究課題でやりなさいという学校でございますが、この中の５校については、自

分の学校でもやりたいということでしたので、支援センターで条件をつけ加えて

指定したものです。 

 残りの５校については、学校からは特段手を挙げる状況はなかったです。それ

については支援センターでぜひやってくださいということで、条件をつけながら

やっていただきました。 

 例えば、上から３番目の新河岸幼稚園は立候補がなかったんですが、幼稚園と

して健康教育をやってくださいと。その下の三園小学校についても、来年度が周

年行事だということで、来年からやりますと言っていたんですが、当該の校長が

体育の専門ということで、体育向上委員会のところでもありますので、やらせる

という形になっております。 

 また、一番下の板橋第三中学校は、先日、研究発表は終えましたけれども、研

究発表自体がまだ不十分だということで、もう１年、追試の形でやっていただく

というような形になっております。 

 以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  今年度も色々な学校の研究発表を見に行かせていただいたんですけれども、そ

こで先生方がおっしゃるのは、研究をするとすごく時間も取られて大変だと、最

初はそう思っていたけれども、研究が進むにつれて、自分自身もよい勉強にもな

るし、先生方同士もチームワークができてくる。そして、また、子供たちの学び

についても明らかに変化が見えてくるというようなよい結果を感じているという

お話を聞きます。 
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 新しく奨励校や指定校になられた学校でも、学校で皆さん協力して研究に取り

組んでいただきたいと思います。 

 

委 員 長  やりたいという校長先生も結構いらっしゃるので、できると思っておりますし、

実際にやってみると、どちらの先生でも変わるんだという話を聞いておりまして、

ぜひ、続けていってほしいなと思っております。 

 

○報告事項 

１４．平成２７年度学校支援地域本部事業新規実施校について 

（地－１・学校地域連携担当課） 

委 員 長  では、報告１４「平成２７年度学校支援地域本部事業新規実施校について」、

学校地域連携担当課長から報告願います。 

 

学校地域連携担当課長  それでは、資料の方は「地－１」をご覧いただきたいと思います。 

 平成２７年度に学校支援地域本部事業新規を実施する１０校が決定いたしまし

たので、ご報告いたします。 

 記書きのところにございますように、志村第三小学校、志村第六小学校、新河

岸小学校、蓮根小学校、若木小学校、向原小学校、紅梅小学校、徳丸小学校、板

橋第五中学校、中台中学校の１０校でございます。 

 来年度、この１０校を加えて、３６校で実施してまいりたいと考えております。 

 報告は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 既に実施している学校は活発にやっておりますので、新しい学校もぜひ頑張っ

ていただきたいと思いますけれども、蓮根小あたりは蓮根二小と町会のエリアな

どというのはほぼかぶっていて、なかなか大変だと思いますけれども、よろしく

お願いいたします。 

 

○報告事項 

１５．「いきいき寺子屋プラン」委託料の見直しについて 

（地－２・学校地域連携担当課） 

委 員 長  では、報告１５「「いきいき寺子屋プラン」委託料の見直しについて」、学校

地域連携担当課長から報告願います。 

 

学校地域連携担当課長  続きまして、資料の方は「地－２」になってございます。 

 「いきいき寺子屋プラン」委託料の見直しということでございまして、これま

で一律２５万円としていた委託料を、１５万円から３０万円の範囲で、弾力的な

運営が行えるように見直したところでございます。 

 検討経過につきましてはご覧のとおりでございますが、今後、裏面にございま

すように、まず、５万円単位で委託を設定いたしまして進めてまいりたいと考え
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ております。 

 また、事業の実施回数につきましても、年間１０回程度ということで、月１回

程度実施してもらうということで進めておりますが、３０万円を希望される場合

には、年に１０回以上、月１回以上というように考えていきたいと思っておりま

す。 

 委託料の決定方法といたしましては、各学校開放協力会の方から事業計画書及

び予算書を提出いただくことになります。最終的に３０万円を希望する場合は、

私どもの方でヒアリングを行って決定してまいりたいと考えております。 

 報告の方は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  こちらの別紙１の方にアンケートについての記載があるんですけれども、これ

は設問に関しては、委託料だけのアンケートだったんでしょうか。 

 前回の、平成２５年度の活動実績報告の中で回数が尐ないところが幾つかあり

まして、そこに関しては年間１０回以上ということで、ここでちょっと縛りがで

きてきたわけですよね。 

 例えば年に４回しかできなかった学校が幾つかあったんですけれども、負担感

はないのかとか、回数イコール委託料ということでもないとは思うんですけれど

も、その辺の寺子屋の実態がこのアンケートの設問だけだと分からないので、新

しくこういうように変えていくことで見直しになったのかなと感じました。 

 

学校地域連携担当課長  事業の実施回数につきましては、クラブ形式の場合とか、イベント形式とい

うようなところで、実施回数が一日やると１回というようなところでございまし

たので、幾つかのクラブでも、まとまって１日でやってしまうと１回というよう

なカウントの方法でした。そこは、これから見直していくということで、１クラ

ブで１回というようなことで考えております。 

 また、実施時期にも偏りがないようにということで、これからはそういったと

ころも含めて、計画書を提出いただきながら、見ていきたいと考えております。 

 

高 野 委 員  先日、寺子屋会議に参加された方からご意見をいただいたんですけれども、こ

の寺子屋会議の開催が１月末で、そして、その計画表とか予算案の提出がすごく

短い間で難しいというご意見でした。 

 学校の年間行事計画の中からあいている土曜日を選んだり、また、地域とのす

り合わせとかで、なかなか今の時期、来年度の年間を通した計画を出しにくかっ

たのかなとも思ったんですけれども、そういう中で、１０万円、１５万円とかと

いうその辺を決めるのはちょっと難しかったのかなと思ったんですけれども。 

 

学校地域連携担当課長  １１月の段階で寺子屋会議である程度の方向性はお示しさせていただいたとこ

ろです。実際、１月になってからこの様式で出してくださいということだったの
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で、その辺では、１月から短い期間でということではありましたので、今後はも

う尐し早い段階でできるようにと思っております。 

 また、もう尐しこの寺子屋事業につきましても、委託料のあり方というところ

を、私どもの方でも見直していきたいと思っております。 

 前段階として、こういうような一律２５万円から変えてみたところではありま

すので、本当に弾力的な運営がしっかりと行えるようにというようなところでは、

引き続き、見直しを図っていきたいと考えております。 

 

高 野 委 員  会計報告も割と大雑把というか、大きな枠での会計報告で、領収書の提出とか、

そういうものもないので、その辺がきちんと運用されているのかどうかとかとい

うのもよく聞きますので、そこも含めて、しっかり上手に使われているのかとい

うところも、調べていただければと思います。 

 

学校地域連携担当課長  領収書については、確認させていただいておりますので、そこの執行がしっ

かりできているかというところの確認も、あわせて、今後の見直しの中では検討

してまいりたいと思います。 

 

委 員 長  ３０万以下は書類審査のみということですけれども、どちらかというと、事業

終了後の報告書の方の確認をしっかりやっていただいて、使い切っていない部分

はしっかりと返納していただく。無理に使い切るようにしないでもいいんだとい

うことで徹底してもらった方がよろしいのではないかと思います。 

 領収書類も、本来なら提出なんですけれども、枚数が多くなって大変というこ

とであれば、せめてコピーぐらいは、まとめてコピーでもいいと思うんですけれ

ども、その辺は提出させた方がいいかなと思います。 

 いいですか。 

 

（はい） 

 

○報告事項 

１６．魅力ある学校づくり協議会（上板橋第二中・向原中）の進捗について 

  （第２回） 

（配－１・学校配置調整担当課） 

委 員 長  では、報告１６「魅力ある学校づくり協議会（上板橋第二中・向原中）の進捗

について（第２回）」について、学校配置調整担当課長から報告願います。 

 

学校配置調整担当課長  それでは、魅力ある学校づくり協議会（上板橋第二中・向原中）の進捗状況に

ついてご報告いたします。 

 資料は「配－１」をご覧ください。 

 今回のご報告は、先日、１月２９日に行われました第６回協議会の報告となっ

てございます。 
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 今回の協議会でございますが、前半で議事４件について協議を行いまして、後

半で事務局が考えます統合プランをお示しいたしましたので、それを受けての意

見交換を行っているところでございます。 

 今朝方、刷り上がった協議会ニュースがありますので、今、お配りしたいと思

ってございます。あわせて、ご覧いただければと思います。 

 それでは、前半の議事でございますが、（１）の前回の協議会の主な意見とい

たしまして、前回の第５回の協議会におきまして、新校舎を建設する際の校地、

統合方式、統合後の校名について、各委員からご意見をいただいたところでござ

います。それらの意見を要約いたしまして、３つの累計に分類・整理してお伝え

したものでございます。 

 １つ目は、仮にＡ案といたしますけれども、上二中の校地に上二中を建築する

という案です。これは小中一貫教育を含むものでございます。 

 ２つ目のＢ案でございますが、向原中の校地に上二中を建設するという案。 

 Ａ案、Ｂ案ともに、向原中を上二中に編入統合することが前提となっておりま

す。 

 ３つ目の新案でございますが、向原中の校地に両方とも並行して、新しい学校

を建設する案。 

 以上、３つの案に要約できたということを整理してお伝えしたところでござい

ます。 

 この３つの案につきましては、協議会の中では特に異論等はございませんでし

たので、協議会委員の中では共通認識となっているところでございます。 

 （２）の小中一貫教育（小中一貫校）でございますけれども、こちらは、教育

委員会の中でもご議論いただいておりますけれども、小中一貫教育の導入につき

ましては、課題が多く、また、十分な議論が必要になるということ、そのために

教育委員会としても検討体制を整えて、十分に研究と議論を重ねていくと説明し

ております。それには時間がかかるということと、一方で、向原中の小規模化に

つきましては、できるだけ早急に対処しなければならないと説明しているところ

でございます。 

 （３）の上板橋第二中学校の小中一貫校シミュレーションにつきましては、現

在の上二中の校地では地域の児童生徒を受け入れる規模の大きな校舎が物理的に

建設できないことが検証されましたので、その報告となってございます。 

 （４）は、板橋区が考えます魅力ある学校の姿について、一度説明しているん

ですけれども、再度質問がありましたので、ご説明したものでございます。 

 質疑・意見の中では、国が教育改革や小中一貫教育などに関する方針を出すま

で待って、それから協議を始めたらどうかといったご意見とか、統合については、

大方、皆さん共通認識ではないかといったご意見、小規模校を残していけないか

といった意見がありました。 

 また、小中一貫教育について、今回の学校建設を契機に取り組んでほしいとい

った趣旨の発言もあったところでございます。 

 資料の裏になりますけれども、統合プランの検討といたしまして、これまでの
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協議会での議論とか、校地面積、また、学校設立の経緯等を踏まえまして、現在

考えられます事務局の統合案をお示ししたところでございます。 

 内容でございますが、上二中に向原中を編入統合いたしまして、向原中の校地

に上二中を建設するという案を提示したところでございます。先ほどのＢ案とい

うことになろうかと思います。 

 この事務局案の理由でございますけれども、向原中学校は上板橋第二中学校か

ら分離して開校したという歴史的な経緯。やはり広い校地の方が子供たちにとっ

て、よりよい学校が建設できるといったことが大きな理由となってございます。 

 この統合プランについての質疑・意見の中では、グラウンドを含めて、どのぐ

らいの規模の学校を建設するのかといった質問、何階建てになるのかといった質

問がございました。 

 また、向原中にある教職員住宅の活用についてどういうふうに考えているのか、

また、向原中の校地の地質や地盤に関する質問、上二中の跡地利用についての質

問などがございました。 

 また、やはりこちらの方でも小中一貫教育についての意見が出まして、今回の

機会に検討しないと、この地域が小中一貫教育について遅れてしまうのではない

かといったご意見がございました。 

 これまでの協議会での意見もそうでしたけれども、今回の協議会でも、全体的

には、このたびの学校の統合と新しい校舎を建設することが小中一貫教育につい

て検討する機会である、いろいろな課題があり、準備にも時間がかかることは理

解できるが、地元としては検討してほしいという意見がございました。 

 次回の協議会は、今月２７日の金曜日となってございます。 

 議題としましては、今回、事務局案を出しましたので、それにつきまして、各

委員からそれぞれの属する団体の関係者の意見を吸い上げてご報告いただくこと

になってございます。また、追って報告させていただきたいと思います。 

 説明は以上となります。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

青 木 委 員  学校整備週間で上二中に行かせていただきました。校長先生とお話ししたとき

に、やはり先ほどのＢ案というのがいいんじゃないかということを言われていた

ということをちょっと報告させていただいた上で、やはり、そこに出てくるのは、

お配りいただいたものを見て、小中一貫教育の話になると思うんですけれども、

目の前になければ小中一貫教育ができないみたいな話では必ずしもないと私は思

っています。 

 これは、どっちかというと、私の経験上では、ここは大学もそうなんですけれ

ども、お互いに中にいる先生たちとの意思の疎通が一番重要になるのだと思って

いるので、その辺を十分にお話ししていただいて、そこの構築がやっぱりキーに

なるんだというようなところで、仮に向原中にできても小中連携は十分できると

いうご説明をいただければ話は通じるのかなと思っております。 
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学校配置調整担当課長  小中一貫教育についての考え方につきましては、色々な課題もあるというこ

とと成果が上がっているという資料をつくってご説明しております。 

 また、一貫教育のスタイルにつきましても、校舎一体型と、また、校舎が離れ

ていてもそういった教育をしていく２つのやり方があるというのは文部科学省の

方からも出ているという説明はしております。 

 ただ、地元の皆さんとしては、やはり上二小、上二中がある、あの立地をメリ

ットと考えている方もいらっしゃいます。 

 

青 木 委 員  そのとおりですね。 

 

学校配置調整担当課長  ただ、あの校地には地域の子供たち全部は入りませんという話も同時にして

いる状況でございます。 

 論理的には分かっていただいているのかとは思うんですが、心情的な部分もま

だ若干あるのかなと思いますので、その辺は丁寧に説明していければと思ってお

ります。 

 

青 木 委 員  分かりました。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  今回の統合プランの案というのは、やはりこういうところに落ち着くんじゃな

いかなという気はいたしております。 

 小中一貫は、多分、相当先の話ではないかと。やっぱり板橋区は小中連携を進

めてきているので、その方向でずっと進んでいくのではないかという気はしてお

りますから、余り小中一貫校をつくるというのはここでしなくてもいいのではな

いかなというように思います。 

 それと、あと、避難所の件についても、上二中になくても上二小はあるので、

他の地域から考えれば、それで、絶対十分ではないんですけれども、ほかの地域

並みのことなんだというようには思っております。 

 

学校配置調整担当課長  跡地利用につきましては、次回の協議会で、今現在、閉校した学校の跡地利

用の紹介をさせていただいて、協議会の中では、企画政策部門が考える話ですけ

れども、地域に貢献できるような土地利用をしていくように検討しようという話

をしています。 

 ただ、小中一貫教育につきましては、例えばですけれども、今後、校舎をつく

るとき、どういった校舎をつくるのかがあります。その辺で、設計の段階で、小

中一貫教育に寄与できるような設計の方法とか、ここの地を契機に板橋区の小中

一貫教育のスタート地点の検討が開始できるのか、その辺も含めて落としどころ

を探っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○報告事項 
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１７．中央図書館改築検討会状況報告について 

（図－１・中央図書館） 

委 員 長  では、次に、報告１７「中央図書館改築検討会状況報告について」、中央図書

館長から報告願います。 

 

中央図書館長  それでは、資料「図－１」になります。 

 中央図書館の改築検討会の状況報告につきましては、昨年５月に「今後の中央

図書館の施設検討会」を設置いたしました。そして、中央図書館の改築場所及び

施設規模の検討を行ったものを報告するものでございます。 

 まず、検討内容ですが、（１）にあります改築の方針ですが、現在地で中央図

書館を改築した場合は、建築基準法の関係から、現在の面積の半分以下の１，４

０９㎡しか確保できないということで、中央図書館として整備するのは困難な状

況でございます。 

 そして、区の中心図書館として運営していくためには、最低でも４，２００㎡

の面積は必要であり、さらなる魅力ある図書館づくりをするためには５，０００

㎡の面積が必要となるというように試算しております。 

 すなわち、図書館の改築の方向性としては、１つとして、中央図書館機能を他

の館に移設して、現在地は地域図書館として整備する。もう１つが、中央図書館

として、場所を移転して改築して整備していくという２つの方向性が考えられま

す。 

 検討会では、中央機能を他館に移設して、現在地で地域図書館を整備すること

につきましては、従来型の図書館サービスの整備にとどまり、多様化する区民ニ

ーズや新たな読書媒体などへの新サービスに十分対応することはできないと考え

ました。 

 また、中央図書館として移転改築することについては、これからの新サービス

への期待感、魅力ある図書館づくりに資するということで、検討会としては、中

央図書館を移転して改築することが望ましいとの結果に至りました。 

 そして、（２）の移転場所ですが、区立図書館の全体の配置バランス、そして

延床面積が５，０００㎡以上確保できることから、移転先は平和公園が妥当では

ないかと判断いたしました。 

 なお、平和公園は１万８，０００㎡超の都市計画公園であり、１，８００㎡の

建築面積が確保でき、地上３階建ての施設が建築可能であります。 

 そして、改築の進め方につきましては、来年度、平成２７年度に改築検討会を

設置し、将来を見据えた図書館サービスを検討する中、基本構想を策定し、基本

設計に反映させていきたいと思っております。 

 なお、検討会は有識者を含めて構成し、並行して図書館懇談会を開催すること

で、利用者や近隣住民への情報提供や意見集約に努めてまいりたいと思ってござ

います。 

 そして、裏面ですが、平成２８年度からの板橋区の次期基本計画に中央図書館

の改築を計画化していきたいと思ってございます。 
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 今後のスケジュールですが、来週、文教児童委員会に報告しまして、この報告

書の案につきまして、パブリックコメントを実施したいと思ってございます。 

 また、来月、支部の町会長会議にて、この旨を説明していきたいと思います。 

 そして、５月上旪に募集しました意見に対する区の考え方を公表してまいりた

いと思います。 

 別添でお付けしましたのは、中央図書館のこの報告書をイメージ化したもので

ございます。 

 それでは、報告書につきまして、時間の関係で、要点のみ、ちょっと補足して

説明させていただきたいと思います。 

 まず、２ページですが、これは平成２５年度に「中央図書館機能のあり方」の

検討を行いまして、区の図書館サービスとして、今後求めていく方針といたしま

して、まず、１点目、生涯を通じ心の豊かさを支える図書館、２点目、課題解決

型図書館、３点目に学校図書館等と連携する図書館というように打ち出してござ

います。 

 そして、中央図書館には中央図書館ならではの「中央機能」と地域に身近な

「地域図書館」の機能があるということで、地域図書館機能と中央図書館機能と

いう形で、このように整理しているところでございます。 

 そして、中央図書館の機能につきましては、地域図書館を管理監督する立場と

して区職員が行うべき業務と位置づけまして、現場の業務を把握した職員を育成

するためにも、中央機能を担う職員の配置は、本庁舎ではなく、図書館の施設内

に配置すべきとしてございます。 

 また、中央図書館につきましては、区の図書館行政を引っ張っていく役としま

して、既存の図書館サービスにとどまることなく、新しいサービスを調査研究す

るという視点が必要かと思われます。 

 検討会でこういった新しいサービスを今後取り込んでいくという視点からも検

討していっているところでございます。 

 ３ページにつきましては、２３区内の中央図書館、中心図書館の現況を資料と

してお出ししたものでございます。 

 この中で、面積につきましては、２３区の平均は、中央図書館としては４，０

００㎡というような統計が出ているところでございます。 

 また、４ページにつきましては、最近の他区での建てかえの事例でございます。 

 単独館のところもございますし、ほかの商業施設の中に入った図書館も色々あ

るところでございます。 

 そして、５ページにつきましては中央図書館の機能別の面積ということで、先

ほどの４，２００㎡が最低でも必要というところの内容になるわけなのですが、

今、中央図書館につきましては、エレベーターの設備がないほか、書架と書架の

間隔が狭いということで、そういった面からもバリアフリーの対策が求められて

いるところでございます。 

 書架の配置につきましては、間隔が通常１３５ｃｍを確保できれば車椅子の方

と歩行者が対面通行できる間隔であり、今後の書架配置はこういった点も配慮し
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なければならないということと、あと、現在、ほかの区の図書館につきまして、

開架での蔵書数は約１５万冊でありますが、これは決して多いという状況でもあ

りませんで、最低でもこの開架の１５万冊は確保すべきと考ええてございます。 

 そういった意味で、この６ページの上の表で試算しましたところ、これを加算

していきますと、最低限、今の機能を維持するだけでも４，２００㎡は必要だと

いうように試算してございます。 

 そして、それにプラスさせるように、新たに求められる機能として、魅力ある

図書館として、今、滞在型図書館として、喫茶などを含めたくつろぎの空間を設

置しているところでもございます。 

 また、最近は、読書の形態も紙媒体のものとは限らず、電子化というものもご

ざいます。そういった多様化する情報媒体の対応も課題解決型図書館として魅力

を高めるためには必要になってございます。 

 また、最近では図書館に地域コミュニティの活性化を促進するという役目もあ

りまして、多世代の交流を意識した施設づくりを行っているところもございます。

こういった施設で新しい文化や地域力を発信する場としての役割も担うようにな

ってきております。 

 そして、図書館機能の充実としまして、今、いたばしボローニャ子ども絵本館

が中央図書館とは別の場所のところにございます、同じ図書館としての機能を促

進したり、効果的な資料の展示のためには、中央図書館内に配置することでより

魅力を高められるというように思ってございます。 

 また、他区の図書館では、郷土資料を集中管理したり、地域ゆかりの文豪の資

料を収集したり、文庫として整備を行っている事例も見受けられてございます。 

 板橋区でも、櫻井徳太郎文庫など、そういったところが検討の対象になるので

はないかと思ってございます。 

 また、図書館ボランティアとして色々と読書活動を推進していただいている方

の作業室は、会議室を設けているところもございまして、研修効果を上げている

自治体もあるところでございます。 

 ３点目に生涯学習機能の強化としまして、資料の閲覧として図書館の閲覧席と

しての機能がございますが、最近は夏休みを中心に学習目的での利用者で閲覧席

が満席になるなど、本来の役割に支障を来している事例もございます。 

 そして、最近の図書館では、こういったことから、閲覧席とは別に学習室を整

備して、インターネットによる学習室利用予約など、社会人や学生の自習場所と

して場所の提供を図っているところでもございます。 

 また、これは最近の傾向ですけれども、本の貸出数より、パソコンを利用され

る方のニーズが非常に高まっているということもございます。こういった意味か

らも、最近のニーズにこたえていく必要があるかと思われます。 

 中央図書館の基本的な面積につきましては、こういった基本の最低限の４，２

００㎡に新たに求められる機能を加算しますと、５，３００㎡の面積を確保する

ことが必要ではないかと考えてございます。 

 そして、８ページですが、現在地で改築する場合は、延床面性が最大でも１４
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０９㎡しか確保できないということで、これは今の氷川図書館、東板橋図書館ぐ

らいの面積になりまして、地域図書館として整備するほかないということになっ

てございます。 

 そのほかに、容積率の緩和についての方法も検討しましたが、結局のところ、

中央図書館としての最低限の面積を確保するには至りませんでした。 

 そして、移転改築する場合につきましては、こちらの方の９ページの下の方の

図になりますが、現在の板橋区の図書館の現行配置図がこのようになってござい

まして、図書館の中心部から半径１キロを主に奉仕圏域として、現状、配置して

いるところでございます。 

 つまり、移転先につきましては、どこにでも移転できるというわけではなくて、

現行の奉仕圏域を考慮しながら移転するというような形になるかと思われます。 

 そして、１０ページの（２）のところですが、そういったことを踏まえまして、

中央図書館の基本機能が尐なくとも確保でき、４，２００㎡以上の建物が建設で

きることと先ほどの奉仕圏域を条件に選定したところ、以下の３つの地域を考察

してみました。 

 それぞれ、考察内容につきましては、教育科学館につきましては上板橋の駅か

ら徒歩５分程度ということになりますが、こちらにつきましては、施設を抜本的

に改築しないと面積を確保するには至らず、大規模改修による移転は不可能であ

ると結論づけました。 

 そして、平和公園につきましては、こちらは、今の図書館、上板橋より１キロ

ずれるような形になります。平和公園の総面積は１万８，０００㎡を超えまして、

建築面積としては１，８００㎡を確保できるところでございます。 

 こちらの平和公園につきましては、上板橋駅側の一部につきましては国有地が

含まれているところでございます。基本的には区有地の部分が大きいところでは

ございますが、施設の建築については国の財務局の承認が必要となるというとこ

ろでございます。 

 そして、３点目の常盤台の駅前駐輪場ですが、これは常盤台の地区の住民要望

として挙がったところでございます。 

 ただ、こちらにつきましては、民間の方が土地を所有していることでございま

すので、こちらにつきましては、土地所有者の意向確認のほか、商業地域となり、

大幅な経費の負担が伴うため、事業計画は困難であると考えてございます。 

 そのほか、学校敷地内につきましても公共の図書館が建設されている事例があ

るため、検討はいたしましたが、改修計画との整合性や中央図書館規模の容積が

確保できる候補地となる場所はございませんでした。 

 続きまして、１１ページの９番につきまして、こちらは先ほどの２つの方向性

でございます。 

 １番の地域図書館として整備する場合につきましては、地域図書館となり、新

たなるサービスができないということが課題かと思われます。 

 そして、２の中央図書館として移転改築する場合は、中央機能を維持したまま、

中央図書館を移転できる。そして、基本的な図書館サービス以外の部分でも、多
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世代の交流ができるコミュニティスペースや読書の合間の休憩としての喫茶コー

ナーなど、アメニティ機能を新たに設けることができるのではないかと考えてご

ざいます。 

 そして、１２ページになりますが、検討会としての結論でございます。 

 こちらは、板橋区の図書館につきましては、１１館の構想として整備は完了し

ており、新たに中央図書館を新設する計画はなく、既存施設を移転するか、ほか

の地域図書館に中央機能を移設するかの判断をしなくてはならないところでござ

います。 

 検討会の結論としましては、中央図書館の改築は新たな図書館サービスを提供

する環境を構築し、地域図書館を含めた区立図書館全体のサービスをリードして

いく絶好の機会であると捉えております。 

 そのためには、中央図書館を移転して整備をして、図書館利用者の多様なニー

ズに応える図書館づくりを進めてきたいと思っております。 

 そして、移転候補地につきましては、区立図書館全体を俯瞰し、奉仕圏域のバ

ランスが保たれ、区有地でもあることから平和公園としたいと思っております。 

 平和公園近隣には教育科学館があり、両者が連携し、回遊性を持たせることに

より新たな事業展開が可能であり、公園利用者とあわせ、多世代が交流できる文

化創造の拠点として、集客力がある施設づくりが可能ではないかと考えてござい

ます。 

 今後、こうした移転改築案を示して、区民に意見を募り、最終的な方向性を定

めていきたいと思ってございます。 

       簡単ではありますが、報告は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

青 木 委 員  地元の話ですから。平和公園が一番妥当かと思いますし、最後にあったように、

教育科学館との連携というのは非常にいいと思います。多分、常盤台小にとって

は若干デメリットになるかもしれません。上三中あたりにとっては非常にメリッ

ト、中台も近くなんですね。 

 

高 野 委 員  はい。 

 

青 木 委 員  そういう意味で、ほかの小中やなにかとの立地条件等を含めると、非常に妥当

な判断なのかなと思っておりまして、あとは、平和公園をイベント等で使われて

いる人たちとうまく話を進めていっていただければ、それだけでいいです。 

 よろしくお願いいたします。 

 

中央図書館長  確かに常盤台小学校が一番近隣ということで、中には、塾に行くまでの間の居

場所というような観点でも利用されているということもございます。 

 ただ、ほかの小中学校の兼ね合いもございますので、なるべくご理解がいただ
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けるように進めていきたいと思ってございます。 

 また、平和公園のイベント、特にわくわくフェスタとか、青尐年向けの事業を

やってございますので、配慮して進めたいと考えております。 

 

青 木 委 員  全面、使っていますからね。 

 

中央図書館長  はい。そうしたイベントの利用になるべく支障のないように、土地にそんなに

べたっと建てるのではなくて、できれば、ある程度効率よく設計していければな

らないと思っています。 

 

青 木 委 員  全部が潰れるわけではないですよね。 

 

中央図書館長  ではないです。はい。 

 

青 木 委 員  あそこはボーイスカウトも使っているので。その辺もご考慮いただければ。 

 

中央図書館長  ありがとうございます。 

 

委 員 長  中央図書館の移転自体はこの案で結構だと思います。 

 この図書館の奉仕圏域図を拝見しますと、清水図書館は、何となく、ここだけ

は１キロ範囲ではないというように書いていますけれども、ここは本当は廃止し

て、もうちょっと蓮根と志村の間の方に行った方がいいんではないかなという気

もしないではないのですけれども、それはなかなか難しい問題なので。でも、図

を見ると、ここだけ随分ダブっているなという感じはあります。 

 せっかく中央図書館をつくられるのでしたら、ぜひ、板橋区に関する歴史です

とか、文化とか、あるいは板橋区出身のタレントさんのタレント本とか、小説の

中に出てくる板橋とか、色んな小説がありますけれども、そういったものをきち

んと全部、他区の図書館に負けないような板橋区に特化した資料も収集していた

だけるといいんじゃないかなと思っております。 

 

中央図書館長  清水図書館につきましては、既存施設を改築の際にまた建てかえたという経緯

がございます。 

 ただ、清水図書館は、ほかの図書館と比較しまして、規模が半分以下というこ

ともございますので、ほかの図書館と同等の１ｋｍ圏というわけではなくて、半

径５００ｍということで設定しているところでございます。 

 また、志村図書館を今後もし整備していく方針になれば、当然、もっと奉仕圏

域を均一化していくためには、若干、蓮根寄りにというような、そういうような

方針はちょっと考えていくべきなのかなと思っているところでございます。 

 また、もちろん板橋区の中央図書館でございますので、自区の資料を効果的に

収集して、他区にはない特色を持たせていきたいなと思ってございます。 
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委 員 長  よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

○報告事項 

１８．「第２１回いたばし国際絵本翻訳大賞」審査結果について 

（図－２・中央図書館） 

委 員 長  では、報告１８「「第２１回いたばし国際絵本翻訳大賞」審査結果について」、

中央図書館長から報告願います。 

 

中央図書館長  それでは、「図－２」になります。 

 「第２１回いたばし国際絵本翻訳大賞」の審査結果が出ましたので、報告する

ものでございます。 

 こちらの最終審査会は、平成２７年２月４日に審査会を実施いたしまして、別

府教育委員長、橋本教育長に参加していただきました。ありがとうございます。 

 応募状況につきましては、英語部門が７８２件、イタリア語部門が２１９件、

中学生部門が１１校、３９件となってございます。 

 表彰者につきましては、記載どおりでございます。 

 今回、中学生部門につきまして、参加者数が、昨年は６校で４４件で７９名だ

ったんですが、今回は大幅に増加しているところでございます。 

 特に英語の審査員の先生からも、今回は比較的挑戦しやすい内容にはしたとい

うことがありましたが、特に中学生の翻訳の内容がすばらしかったというように

評価もいただいているところでございます。一般との区別がそれほどなかったの

ではないかというような形でお褒めの言葉をいただいたところでございます。 

 そして、最後に下の４の表彰式についてですが、中学生部門につきましては、

３月６日午後４時、教育委員会室にて実施いたします。 

 英語部門・イタリア語部門につきましては、８月の「ボローニャ・ブックフェ

アｉｎいたばし」開催時に表彰式を行います。 

 なお、次回の平成２７年度の翻訳大賞につきましては、審査結果の公表から表

彰式までの日程に課題があると思われますため、表彰式の実施日の検討につきま

して行いたいと思ってございます。 

 これはイタリア語の審査員の先生から、やはり一般の方につきましても、審査

結果が出てから表彰式までの間が、なかなか緊張感が持続しないというようなご

指摘も受けましたので、今回、中学生部門だけ前倒ししましたが、次の平成２７

年度の応募開始からは、両方とも、表彰式の日程について、再度、見直しを行っ

てまいりたいと思ってございます。 

 報告は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 
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 特に、今回は中学生の応募が大変多かったということで、非常に結構なことだ

と思っております。 

 審査員の先生から、結果発表から表彰式までが非常にスパンが長いというお話

がございまして、それはちょっと工夫していただけるといいかと思っております。 

 以上です。 

 では、次に、教育委員会次第にはありませんが、追加報告事項はありませんか。 

 

指 導 室 長  委員の皆様方のお机に東京駅伝の結果のチラシを乗せさせていただいておりま

す。 

 それが校長会の資料と同じもので申しわけございませんが、午前中に行われた

女子が５０チーム中３位、午後は男子が５０チーム中７位というので、総合的に

男女が５位ということで、このグラフにもありますとおり、過去最高の成績とい

うことでございます。 

 １つには、持久力をつけていこうということで全区的な取り組みを小学校のと

きからやっている成果なのかなということもあるかもしれませんが、また、来年

頑張ってもらうようにしたいと思っています。 

 この件は、今月２５日に区長のところに代表選手と監督が表敬訪問をするとい

うことで、現在、予定を組ませていただいております。 

 色々、募金等、あるいは当日の応援等、ありがとうございました。 

 以上でございます。 

 

委 員 長  当日は途中から雤が降り出したり、特に男子の方は雤の中で頑張っていただき

まして、お疲れさまでしたということでございます。 

 ぜひ、来年も頑張って。選手は毎年替わってしまうので難しいんですけれども、

そういう先輩がいたということで、今の中学１年生に、ぜひ、来年、頑張ってい

ただきたいと思っております。 

 ほかに、ございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

委 員 長  私の方もあるんですけれども、今日は時間が押しているので、次回に回します。 

 それでは、先ほど申し上げましたように、日程第一 議案第４号及び日程第二 

 議案第５号については非公開として聴取いたします。 

 なお、この議案をもって、本日の教育委員会は閉会いたしますので、傍聴人の

方はご退席願います。ありがとうございました。 

 

（傍聴人 退席） 

 

○議事 

日程第一 議案第４号 平成２７年度区立学校管理職配置に係る内申について 
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（指導室） 

日程第二 議案第５号 区立幼稚園長の退職について 

（指導室） 

 

（ 非 公 開 ） 

 

委 員 長  ほかに、特になければ、以上をもちまして、本日の教育委員会を終了いたしま

す。 

午後  ０時 ４４分 閉会 

 


